
は

じ

め

に

世
界
史
年
表
を
横
に
み
て
い
く
の
は
面
白
い
。
日
本
で
孝
明
天
皇
が
攘
夷
祈
願
を
し
た
年
に
ア
メ
リ
カ
で
は
リ
ン
カ
ー
ン
の
ゲ
テ
ィ

ス
バ
ー
グ
演
説
が
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
が
ロ
ン
ド
ン
で

『

資
本
論』

を
刊
行
す
る
頃
、
二
条
城
で
は
徳
川
慶
喜
が
大
政
奉
還
を
行
っ
て

い
た
。

こ
う
し
た
視
点
で
日
本
の
立
憲
制
成
立
史
を
み
れ
ば
、
立
憲
政
体
樹
立
を
求
め
る
自
由
民
権
運
動
が
展
開
し
た
一
九
世
紀
末
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は
既
に
社
会
党
の
出
現
す
る
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
地
球
の
東
西
で
起
き
た
、
こ
れ
ら
同
時
代
の
事
象

同
士
が
、
な
ん
ら
関
わ
り
を
も
た
な
か
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
南
北
戦
争
が
日
本
の
戊
辰
戦
争
に
武
器
を
提
供
し

た
よ
う
に
、
民
権
運
動
も
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
主
義
や
社
会
党
の
情
報
を
得
て
い
た
。
特
に
一
八
七
〇
・
八
〇
年
代
の
ロ
シ

ア
・
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ

(

�)

は
、n

ih
ilist
(

�)

か
ら

｢

虚
無
党｣

と
訳
さ
れ
、
民
権
運
動
の
急
進
化
、
そ
の
行
動
に
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
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『

自
由
新
聞』

に
み
る

｢

虚
無
党｣

言
説

高

島

千

代



で
も
知
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
民
権
運
動
急
進
派
の
中
心
で
あ
っ
た
自
由
党
の
人
々
が
、
こ
の
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
を
ど
の
よ
う
な
存
在
と
理
解

し
て
い
た
の
か
、
ま
た
そ
う
し
た
理
解
が
当
時
の
自
由
党
の
お
か
れ
た
状
況
や
運
動
の
方
向
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
、

論
じ
て
い
き
た
い
。

こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
自
由
党
の
機
関
紙

『

自
由
新
聞』

や
同
時
期
の
民
権
派
新
聞
が
、
社
説
・
外
報
な
ど
の

記
事
や
政
治
小
説
を
通
じ
て
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
を
ど
の
よ
う
に
伝
え
、
語
っ
た
の
か
、
ま
た
、
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
の
運
動
と
民
権
派
や
激

化
事
件
参
加
者
の
言
動
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た

(

�)

。

特
に
佐
々
木
敏
二

｢

日
本
の
初
期
社
会
主
義

(

一)

〜

(

三

(

�))｣

は
、
日
本
に
お
け
る

｢

社
会
主
義｣

の
紹
介
が
早
く
は
一
八
七

三(

明
治
六)

年
、
よ
り
本
格
的
に
は
一
八
七
八
年
か
ら
み
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
日
清
戦
争
後
に
至
る
雑
誌
・
新
聞
・

書
籍
で

｢

社
会
党｣

｢

社
会
主
義｣

が
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
の
か
を
丹
念
に
検
証
し
た
。
そ
の
後
、
芝
原
拓
自

｢

民
権
派

の
社
会
党
・
虚
無
党
論
―
明
治
社
会
思
想
史
の
一
齣

(

�)｣

も
ま
た
、
一
八
七
八
年
か
ら
八
四
年
に
至
る
諸
新
聞
の
論
説
を
検
証
。
両
論

文
と
も
に
、
従
来
の
研
究
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
一
八
七
九
年
の
論
争
な
ど
を
通
じ
て

｢

社
会
党｣

論
が
本
格
化
し
、
八
二
年
に
一
つ

の
到
達
点
を
迎
え
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

(

�)

。
両
者
に
よ
れ
ば
、
一
八
八
一
年
頃
ま
で
の

｢

社
会
党｣

論
は
、
社
会
主
義
に
共
感
を

示
す
も
の
も
み
ら
れ
た
が
、
基
本
的
に
は
欧
米
社
会
主
義
の
諸
潮
流
の
区
別
を
せ
ず
、
財
産
の
私
的
所
有
に
市
民
の
自
主
精
神
の
源

泉
を
求
め
る
立
場
か
ら

｢

社
会
党｣

の
主
張
を

｢

空
論｣

｢

異
端
邪
説｣
と
し
て
批
判
、
そ
の
原
因

(

専
制
政
治
と
貧
富
の
格
差)

防
止
策
と
し
て
、
国
民
の
政
治
的
な
自
由
・
権
利
拡
大
を
主
張
す
る
に
止
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
八
二
年
に
は
、
五
月
に
東
洋
社
会

党
が
結
成
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り

(

�)

、『

朝
野
新
聞』

な
ど
が
欧
米
社
会
主
義
運
動
の
様
々
な
潮
流
・
主
張
の
多
様
性
に
つ
い
て
一
定
の
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理
解
を
示
す
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
は
、
私
的
所
有
制
・
自
由
競
争
の
原
理
に
基
づ
く
資
本
主
義
社
会
の
矛
盾
や
そ
の
改
革
方
法

(

革

命
か
改
良
か)

に
ま
で
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
な
お
芝
原
論
文
は
、
特
に
ロ
シ
ア
・｢

虚
無
党｣

論
に
注
目
し
、
民
権
派
に
と
っ
て
の

｢

虚
無
党｣
が
、
東
ア
ジ
ア
・
日
本
へ
の
脅
威
で
あ
る
と
と
も
に
非
難
す
べ
き
専
制
国
家
た
る
ロ
シ
ア
の
急
進
的
な
反
体
制
運
動
と

し
て
、｢

社
会
党｣

一
般
に
解
消
で
き
な
い
独
自
の
意
味
を
も
ち
、
強
い
関
心
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
従
来
の
研
究
は
、
民
権
派
の

｢

社
会
党｣
｢

虚
無
党｣

認
識
と
そ
の
変
化
を
明
ら
か
に
し
、
ロ
シ
ア

｢

虚
無
党｣

が

民
権
派
に
と
っ
て
も
つ
独
自
の
意
味
を
指
摘
し
て
き
た
と
い
え
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
必
ず
し
も

『

自
由
新
聞』

の

｢

虚
無
党｣

論
に
注
目
し
て
こ
な
か
っ
た
。
例
え
ば
芝
原
の
論
稿
は
、

『

自
由
新
聞』

に
つ
い
て
、｢

親
自
由
党
的
な

『

朝
野』

の
こ
の
一
八
八
二
年
の
論
説
と
対
比
す
る
と
、
自
由
民
権
運
動
の
主
力
を
な

し
た
自
由
党
の
機
関
紙

『

自
由
新
聞』
…
(

中
略)

の
社
会
党
・
虚
無
党
論
な
ど
は
、
レ
ベ
ル
の
低
い
わ
ず
か
な
関
説
に
し
か
す
ぎ

な
い｣

｢

か
か
る
外
在
的
で
拒
否
的
姿
勢
の
社
会
党
・
虚
無
党
論
は
…

(

中
略)

な
お
民
権
派
の
な
か
に
も
単
純
な

『

邪
説』

論
が

少
な
か
ら
ず
残
存
し
つ
づ
け
、
自
由
党
中
央
部
の
政
治
姿
勢
の
後
退
と
と
も
に
か
え
っ
て
そ
れ
が
強
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
」
す

と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
松
尾
貞
子

｢『
自
由
燈』

の
貧
民
論

(

�)｣

が

『

自
由
新
聞』

初
期
の
馬
場
辰
猪
の
論
説
な
ど
を
と

り
あ
げ
、｢

経
済
的
・
社
会
的
平
等
の
是
正
は
社
会
主
義
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
を
明
確
に
表
明｣

、｢

日
本

に
お
い
て
社
会
主
義
を
容
認
し
た
最
初
の
論
稿｣

と
評
し
て
お
り
、『

自
由
新
聞』

自
体
の

｢

社
会
党｣

｢

虚
無
党｣

認
識
の
評
価
は

未
だ
十
分
定
ま
っ
た
と
は
い
え
な
い
。

ま
た
仮
に

『

自
由
新
聞』

の

｢

社
会
党｣

｢

虚
無
党｣

論
が
、『

朝
野
新
聞』
に
比
べ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
主
義
に
対
す
る
不
十
分

な
理
解
に
止
ま
っ
て
い
た
に
せ
よ
、
な
ぜ
そ
う
し
た
議
論
に
止
ま
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
は
残
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
、
芝
原
論
文
は
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｢

自
由
党
中
央
部
の
政
治
姿
勢
の
後
退｣

、
日
本
政
府
批
判
を
ロ
シ
ア
の
専
制
批
判
に
仮
託
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
理
由
を
求

め
て
い
る
。
ま
た
松
岡
僖
一

『｢

自
由
新
聞｣

を
読
む
―
自
由
党
に
と
っ
て
の
自
由
民
権
運
動

(

�)』

も
、『

自
由
新
聞』

の
論
説
が
、

｢

社
会
党｣

｢

虚
無
党｣

｢

破
壊
党｣

を
福
島
・
高
田
・
加
波
山
事
件
と
重
ね
合
わ
せ
た
り
、
偽
党
撲
滅
運
動
と
同
時
進
行
し
て
い
た

｢

勤
王
論｣
と
つ
な
が
る
議
論
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
自
由
党
の
運
動
戦
略
と
の
関
わ
り
で

｢

社
会
党｣

｢

虚
無
党｣

認
識

が
方
向
づ
け
ら
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
も
と
よ
り
本
稿
も
ま
た
芝
原
・
松
岡
両
氏
の
分
析
に
多
く
を
負
う
も
の
だ
が
、
こ
れ

ら
は
い
ず
れ
も
、『

自
由
新
聞』

に
お
け
る

｢

虚
無
党｣

報
道
・
論
説
を
全
般
的
に
検
証
し
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た

『

自
由
新
聞』

の

｢

虚
無
党｣

認
識
は
ロ
シ
ア
問
題
・｢

虚
無
党｣

問
題
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
国
内
問
題
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
分
析

対
象
に
は
、
国
内
問
題
に
関
す
る
論
説
を
含
め
る
必
要
が
あ
る
。

な
お
紙
上
、
ロ
シ
ア

｢

虚
無
党｣
は
、
論
説
や
外
報
な
ど
の
政
論
・
報
道
記
事
だ
け
で
な
く
政
治
小
説
な
ど
の
文
化
欄
で
も
語
ら

れ
た
が
、
政
治
小
説
が
、｢

小
説
の
形
式
を
借
り
て
政
治
的
思
想
の
宣
伝
・
普
及
を
め
ざ
す
小
説

(

�)｣

で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の

｢

宣
伝｣

内
容
は
、
論
説
で
の
主
張
に
準
じ
た
も
の
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
治
小
説
で
語
ら
れ
る

｢

虚
無
党｣

イ
メ
ー
ジ
を

理
解
し
、
ま
た
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
と
民
権
派
・
激
化
事
件
参
加
者
の
接
点
を
解
明
す
る
た
め
に
も
、
前
提
と
し
て
、
論
説
・
報
道
記
事

な
ど
に
み
ら
れ
る
自
由
党
の

｢

虚
無
党｣

認
識
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。

以
上
よ
り
、
ま
ず
本
稿
で
は
、『

自
由
新
聞』

(

第
一
次

(

�))

の
論
説
・
報
道
記
事
を
中
心
に
、
ロ
シ
ア

｢

虚
無
党｣

が
ど
の
よ
う
に

語
ら
れ
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
が
同
時
期
の
論
調
全
体
、
自
由
党
の
運
動
戦
略
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
、
明
ら
か
に
し
て

い
き
た
い
。
自
由
党
は
一
八
八
一
年
一
〇
月
一
八
日
に
結
成
さ
れ
八
四
年
一
〇
月
二
九
日
に
解
党
、
ま
た

『

自
由
新
聞』

は
、
一
八

八
二
年
六
月
二
五
日
か
ら
自
由
党
解
党
後
の
八
五
年
二
月
一
日
ま
で
発
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
本
稿
で
は
、
全
期
間
の

『

自
由
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新
聞』

を
対
象
と
す
る
が
、
そ
の

｢

虚
無
党｣

言
説
は
、
一
八
八
二
年
一
一
月
福
島
・
喜
多
方
事
件
を
分
岐
点
と
し
て
変
化
を
み
せ

る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、｢

虚
無
党｣

言
説
を
一
八
八
二
年
段
階

(

第
一
章)

と
そ
れ
以
降

(

第
二
章)

に
分
け
て
考
察
し
、
そ

の
内
容
と
変
化
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
ま
た

｢

虚
無
党｣

小
説
に
つ
い
て
も
、
右
の
論
旨
の
中
で
、
必
要
に
応
じ
て
ふ
れ
る
こ
と

と
す
る
。第

一
章

一
八
八
二
年
の

｢

虚
無
党｣

言
説

本
章
で
は
、
ま
ず
一
八
八
二
年
段
階
の

『

自
由
新
聞』

の

｢

虚
無
党｣

言
説
を
明
ら
か
に
し
、
同
時
期
の
論
調
全
体
や
自
由
党
の

運
動
戦
略
と
、
そ
れ
ら
の
言
説
が
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
も
っ
て
い
た
の
か
、
論
じ
て
い
く
。

な
お
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
の
運
動
は
、
こ
の
時
期
、
既
に
動
揺
・
転
換
期
を
迎
え
て
い
た

(

�)

。

一
八
六
一
年
二
月
農
奴
解
放
令
の
公
布
以
降
、
ロ
シ
ア
で
は
皇
帝
・
改
革
派
官
僚
主
導
の
近
代
化
・｢

大
改
革｣

が
進
め
ら
れ
、

五
〇
年
代
後
半
か
ら
進
展
し
て
い
た
ロ
シ
ア
の
資
本
主
義
化
に
拍
車
が
か
か
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
農
村
共
同
体
か
ら
出
発
し
、
ロ

シ
ア
独
自
の
経
済
発
展
を
志
向
す
る
思
想
潮
流
が
生
れ
る
と
、
こ
う
し
た
思
想
に
影
響
を
受
け
た
青
年
・
学
生
た
ち
は
、
一
八
七
〇

年
代
、
ロ
シ
ア
が
農
村
共
同
体
を
基
礎
に
、
資
本
主
義
を
経
ず
に
社
会
主
義
に
到
達
し
得
る
と
い
う
思
想
を
共
有
し
て
い
く
。
か
れ

ら
は
ま
た
、
立
憲
制
導
入
に
ふ
み
こ
ま
な
い

｢

大
改
革｣

を
批
判
し
つ
つ
、
改
革
か
ら
一
定
恩
恵
を
受
け
た
知
識
人
が
民
衆
の
た
め

に
活
動
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
、
そ
の
結
果
、
数
千
人
の
青
年
男
女
が
農
村
に
入
り
、
民
衆
啓
蒙
や
扇
動
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
が
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
運
動
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
こ
れ
ら
の
運
動
が
農
民
自
身
の
拒
絶
と
ロ
シ
ア
政
府
に

よ
る
弾
圧
の
も
と
失
敗
す
る
と
、
か
れ
ら
は
七
六
年
に
革
命
結
社

｢

土
地
と
自
由｣
を
結
成
し
、
半
イ
ン
テ
リ
と
し
て
農
村
に
定
住
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す
る
こ
と
で
工
作
を
続
け
る
が
、
さ
ら
な
る
弾
圧
を
受
け
、
分
裂
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
八
七
九
年
夏
に
は
、
数
々
の
テ
ロ
事
件

(
七
八
年
一
月
の
ヴ
ェ
ー
ラ
・
ザ
ス
ー
リ
チ
に
よ
る
ぺ
テ
ル
ブ
ル
ク
特
別
市
長
官
・
ト
レ
ポ
フ
狙
撃
事
件
、
八
月
皇
帝
直
属
第
三
部

長
官
・
メ
ゼ
ン
ツ
ォ
フ
の
刺
殺
事
件
、
七
九
年
四
月
の
皇
帝
狙
撃
事
件
な
ど)

を
う
け
、
専
制
権
力
に
対
す
る
テ
ロ
に
よ
っ
て
政
治

的
自
由
と
憲
法
制
定
会
議
の
開
設
を
引
き
出
そ
う
と
す
る

｢

人
民
の
意
志｣

党
と
、
民
衆
へ
の
啓
蒙
活
動
を
重
視
す
る

｢

土
地
総
割

替｣

派
に
分
裂
。
前
者
は
八
一
年
三
月
、
皇
帝
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
二
世
の
暗
殺
を
果
た
す
が
、
結
局
、
新
た
に
即
位
し
た
ア
レ
ク
サ

ン
ド
ル
三
世
は
四
月
、
専
制
護
持
の
詔
書
を
発
し
、
あ
ら
た
め
て
参
政
権
容
認
政
策
を
拒
絶
す
る
に
至
る
。｢

人
民
の
意
志｣

派
の

皇
帝
暗
殺
は
む
し
ろ
、
皇
帝
の
も
と
で
進
め
ら
れ
て
い
た
参
政
権
容
認
改
革

(

一
八
六
四
年
に
設
置
さ
れ
た
地
方
自
治
機
関
・
ゼ
ム

ス
ト
ヴ
ォ
か
ら
の
選
出
議
員
に
一
定
国
政
参
加
権
を
認
め
る)

を
頓
挫
さ
せ
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
日
本
で
自
由
党
が
活
動
を
始
め
た
一
八
八
一
年
か
ら
八
二
年
に
至
る
時
期
、
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
の
運
動
や
思
想
は
む
し
ろ
、

新
皇
帝
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
三
世
の
厳
し
い
弾
圧
政
策
と
一
定
の
税
負
担
軽
減
・
労
働
者
保
護
政
策
の
も
と
で
動
揺
し
、
よ
り
穏
健
で

改
良
的
な
立
場
に
転
換
し
て
い
く
か
、
マ
ル
ク
ス
主
義
を
受
け
入
れ
て
労
働
者
に
よ
る
社
会
主
義
を
め
ざ
す
か
、
そ
の
他
の
道
を
選

択
す
る
か
、
大
き
な
岐
路
に
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
こ
の
時
期
、『

自
由
新
聞』

は
、
同
時
代
ロ
シ
ア
の
反
体
制
運
動
を
ど
の
よ
う
に
伝
え
、
語
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

１.

｢

虚
無
党｣

言
説
の
出
発
点
―

｢

魯
国
革
命
党｣

ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
・｢

虚
無
党｣

に
関
す
る

『

自
由
新
聞』

最
初
の
報
道
記
事
は

｢

魯
国
近
況

魯
国
革
命
党

(

�)｣

で
あ
る
。
こ
れ
は

社
説
・
論
説
で
は
な
く
、
特
集
記
事
と
し
て
、
創
刊
間
も
な
い
第
四
号

(

一
八
八
二
年
七
月
四
日
付)

か
ら
一
一
回
に
わ
た
り
連
載
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さ
れ
た
。
ま
た
そ
の
内
容
は
、
同
年
五
月

『

隔
週
雑
誌

(

�)』
T

h
e

F
o

rtn
ig

h
tly

R
e

v
ie

w

に
掲
載
さ
れ
た
ピ
ョ
ー
ト
ル
・
ク
ロ
ポ
ト
キ

ン
(

一
八
四
二
―
一
九
二
一)

の

｢

ロ
シ
ア
革
命
党｣

T
h

e
R

u
ssian

R
e

v
o

lu
tio

n
ary

P
arty

を
西
河
通
徹

(

�)

が
翻
訳
し
た
も
の
だ
が
、

記
述
の
一
部
省
略
を
含
め
意
訳
が
な
さ
れ
て
お
り
、
一
部
だ
が
、
加
筆
さ
れ
た
箇
所
も
あ
る

(

�)

。

こ
の
論
文
自
体
は
、
当
事
者
で
あ
る
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
が
、｢

不
当
ニ
モ
虚
無
党
ナ
ル
名
称
ヲ
以
テ
世
ニ
呼
バ
ル
ヽ
ノ
所
ノ
魯
国
革

命
党｣

に
つ
き
正
し
い
知
識
を
伝
え
た
い
と
い
う
趣
旨
に
立
っ
て
書
い
た
も
の
で
、
そ
の
主
眼
は
、
ロ
シ
ア

｢

暴
政
ノ
景
状｣

｢

革

命
党
ノ
受
ケ
タ
ル
困
難
ノ
事
情｣

の
も
と
、｢

其
最
初
ハ
平
和
ナ
ル
手
段
ニ
依
テ
国
家
改
良
ノ
目
的
ヲ
達
セ
ン
ト
勉
メ
タ
ル｣

｢

虚
無

党｣

が

｢

最
早
只
己
ノ
置
位

(

マ
マ)

ヲ
防
御
ス
ル
ニ
止
ラ
ズ
進
ン
デ
政
府
ヲ
攻
撃
ス
ル
コ
ト
必
要
ナ
ル
時
来
レ
リ
ト
云
フ
ノ
思
想
ヲ
興
起｣

す
る
に
至
っ
た
経
緯
や
本
来
の
目
的
、
ま
た
困
難
な
中
で
果
た
さ
れ
た
か
れ
ら
の
献
身
・
自
己
犠
牲
に
つ
い
て
、
広
く
理
解
を
得
る

こ
と
に
あ
っ
た
。

本
論
で
は
特
に
、｢

虚
無
党｣

の
活
動
の
あ
り
方
、
す
な
わ
ち

｢

嬋
�
タ
ル
青
年
ノ
淑
女
ニ
シ
テ
俄
ニ
製
造
所
ノ
傭
婢
ト
化
シ
秀

麗
ナ
ル
少
年
ノ
紳
士
ニ
シ
テ
鍬
鋤
ヲ
把
ル
ノ
農
夫
ト
変
ジ
相
競
フ
テ
身
ヲ
労
力
社
会
ニ
寄
セ
体
ヲ
貧
民
社
会
ニ
伍
シ
以
テ
親
ク
其
艱

苦
ヲ
甞
メ
下
等
賤
民
ノ
事
情
ヲ
解
シ
遂
ニ
彼
等
ト
親
密
ナ
ル
交
際
ヲ
通
シ
此
手
段
ニ
依
テ
其
精
神
ヲ
振
起
シ
彼
等
ヲ
シ
テ
権
利
義
務

ノ
何
物
タ
ル
ヲ
知
ラ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
勉｣

め
る
活
動
や
、｢
数
百
年
来
ノ
習
慣
、
教
育
モ
、
深
厚
比
類
ナ
キ
家
族
ノ
情
愛
モ
之
レ
ヲ

断
絶
ス
ル
猶
ホ
腐
縄
朽
索
ヲ
裁
ル
ガ
如
ク
富
貴
栄
華
ノ
位
置
モ
之
レ
ヲ
擲
棄
ス
ル
猶
ホ
破
帽
弊
履
ヲ
脱
ス
ル
如｣

き
姿
勢
に
つ
い
て

強
調
。
そ
の

｢

益
々
公
益
ノ
為
メ
ニ
身
ヲ
犠
牲
ニ
ス
ル
ノ
決
心
ヲ
堅
固
ニ
シ
愈
々
国
人
ノ
精
神
ヲ
鼓
舞
ス
ル
コ
ト
ニ
励｣

む
姿
を
、

｢

私
利
ハ
私
欲
ノ
見
ニ
繋
カ
レ
テ
国
家
ノ
利
害
ヲ
顧
ル
ノ
暇
ア
ラ
ザ
ル｣
ゆ
え
に

｢

強
テ
専
制
主
義
ヲ
保
持｣

し
、｢

革
命
ノ
惨
毒｣

を
招
く
こ
と
に
な
る

｢

在
朝
官
吏｣

と
対
比
し
て
描
い
て
い
る
。
ま
た
、
中
心
的
な
勢
力

｢

民
意
党｣

(｢

人
民
の
意
思｣

党)

の
目
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的
に
つ
い
て
は
、｢

現
政
府
ノ
重
荷
ニ
苦
呻
ス
ル
所
ノ
魯
国
人
民
ヲ
救
護
シ
テ
此
困
難
ヲ
脱
セ
シ
メ
人
民
ヲ
シ
テ
自
由
権
理
ヲ
得
セ

シ
ム
ル
ニ
足
ル
ノ
革
命
ヲ
成
ス｣

こ
と
だ
と
し
、
具
体
的
に
は
、｢

国
会
ヲ
設
立
シ
全
国
事
上
ノ
主
権
ヲ
之
レ
ニ
与
フ
ベ
キ
事｣

｢

地

方
官
吏
ヲ
民
選
ニ
為
シ
郡
村
ノ
自
治
ヲ
定
メ
理
財
上
ノ
独
立
ヲ
立
テ
以
テ
大
ニ
地
方
自
治
ノ
制
度
ヲ
興
起
ス
可
事｣

｢

地
方
議
会
ヲ

シ
テ
充
分
ニ
理
財
施
政
ノ
権
理
ヲ
得
セ
シ
ム
ベ
キ
事｣

｢

土
地
ニ
関
ス
ル
人
民
ノ
権
理
ヲ
確
定
ス
ル
事｣

｢

力
役
社
会
ノ
手
ニ
製
造
事

業
ヲ
与
フ
ル
ニ
至
ル
ノ
処
置
法
ヲ
立
ツ
ベ
キ
事｣

｢

宗
教
、
思
想
、
結
社
、
集
会
等
ノ
諸
件
ヲ
シ
テ
全
ク
自
由
ナ
ラ
シ
ム
ベ
キ
事｣

｢

選
挙
ハ
凡
テ
普
通
タ
ラ
シ
ム
ベ
キ
事｣

｢

常
備
軍
ヲ
廃
止
シ
護
郷
兵
ノ
制
ヲ
立
ツ
ベ
キ
事｣

だ
と
紹
介
。
か
れ
ら
が

｢

壮
烈
ナ
ル
政

事
改
革
説
ヲ
主
張
ス
ト
雖
ト
モ
其
社
会
惣
体
ノ
改
革
ニ
就
テ
ハ
甚
ダ
着
実
ナ
ル
意
見
ヲ
主
張
シ
常
ニ
全
ク
自
由
選
挙
ノ
国
会
ヲ
設
立

シ
之
レ
ニ
向
テ
己
ノ
意
見
ヲ
示
サ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ナ
ル
コ
ト｣

を
強
調
し
て
い
る
。

つ
ま
り
原
作
の
強
調
点
は
、
本
来

｢
甚
ダ
着
実
ナ
ル
意
見｣

を
も
ち

｢

平
和
ナ
ル
手
段
ニ
依
テ
国
家
改
良｣

(

立
憲
政
体
を
樹
立)

し
よ
う
と
し
て
い
た

｢

虚
無
党｣

が
テ
ロ
を
含
む

｢

壮
烈
ナ
ル
政
事
改
革
説｣

を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
原
因
は
、
私
利
私
欲
に

基
づ
く
専
制
政
治
に
こ
そ
あ
る
と
い
う
主
張
、
ま
た

｢

魯
国
ノ
志
士｣

に
よ
る

｢

貧
民
社
会
ニ
伍
シ｣

て
の
啓
蒙
活
動
、
そ
の
果
て

の
テ
ロ
活
動
が
、
身
分
・
富
、
時
に
は
命
を
捨
て
て

｢
公
益｣

の
た
め
に
尽
す
自
己
犠
牲
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
主
張
に
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
翻
訳
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
点
は
、｢

虚
無
党｣

の
人
び
と
が
し
ば
し
ば

｢

魯
国
ノ
志
士｣

と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、

か
れ
ら
が
自
ら
の
地
位
や
富
・
家
族
な
ど
を
捨
て
て
農
村
で
の
啓
蒙
活
動
、
ま
た
は
テ
ロ
活
動
な
ど
に
従
事
し
た
こ
と
が
慷
慨
調
で

訳
さ
れ
、
か
れ
ら
を

｢

愚
ナ
リ
ト
為
シ
嘲
笑
ス
ル
モ
ノ｣

に
つ
い
て
は

｢
是
レ
志
士
ノ
精
神
ヲ
知
ラ
ザ
ル
者
ト
謂
フ
ベ
ク｣

と
い
っ

た
批
判
が
加
筆
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
ま
た
ロ
シ
ア
政
府
の
厳
し
い
弾
圧
に
つ
い
て
は
、｢
嗚
呼
誰
カ
斯
ノ
如
キ
ノ
圧
制
暴
戻
ハ
其
ノ
之
レ
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ニ
相
適
ス
ル
所
ノ
反
動
ヲ
生
ズ
ベ
シ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
疑
フ
モ
ノ
ア
ル
耶

(

�)｣

と
の
主
張
が
書
き
込
ま
れ
た
箇
所
も
あ
る
。
こ
の
連
載
記

事
は
同
年
九
月
に

『

露
国
虚
無
党
事
情』

(

競
錦
堂)

と
し
て
刊
行
さ
れ
た
が
、
そ
の
時
に
付
さ
れ
た
末
広
鉄
腸

(『

自
由
新
聞』

創

刊
時
の
社
説
執
筆
者
の
一
人)

の
序
文
に
は
、｢

政
治
家
ニ
シ
テ
公
議
輿
論
ニ
背
違
シ
社
会
自
然
ノ
進
歩
ヲ
妨
害
ス
ル
ト
キ
ハ
往
々

民
心
ノ
激
動
ヲ
致
タ
シ
為
メ
ニ
一
大
破
裂
ヲ
為
ス
ニ
至
ル｣

｢

若
シ
露
国
政
事
家
ヲ
シ
テ
公
議
ヲ
貴
ビ
輿
論
ヲ
重
ン
ジ
自
由
ノ
政
令

ヲ
布
カ
シ
メ
タ
ラ
ン
ニ
ハ
虚
無
党
ハ
決
テ
此
国
ニ
興
起
セ
ザ
ル
ナ
リ｣

と
あ
る
。

つ
ま
り
訳
者
、
あ
る
い
は

『

自
由
新
聞』

編
集
部
が
、
こ
の

｢

魯
国
革
命
党｣

を
通
じ
て
伝
え
よ
う
と
し
た
の
は
、
原
作
の
強
調

点
と
と
も
に
、｢

公
議
輿
論｣
に
従
う
こ
と
を

｢

社
会
自
然
ノ
進
歩｣

・
流
れ
と
し
て
、
こ
れ
に

｢

違
背｣

す
る

｢

圧
制
暴
戻｣

は
結

局
、｢

反
動｣

と
し
て

｢

民
心
ノ
激
動｣

｢

一
大
破
裂｣

に
直
面
す
る
と
い
う
主
張
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の

｢

魯
国
革
命
党｣
か
ら
始
ま
っ
た

｢

虚
無
党｣

言
説
は
、
こ
の
後
、
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

２.

｢

魯
国
革
命
党｣

後
の

｢

虚
無
党｣

言
説

こ
の
後

『

自
由
新
聞』

で
は
、
一
八
八
三
年
四
月
、
す
な
わ
ち
高
田
事
件
直
後
ま
で
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
を
正
面
か
ら
扱
っ
た
記
事
は

み
ら
れ
ず
、｢

虚
無
党｣

に
つ
い
て
は
む
し
ろ
国
内
政
策
論
の
中
で
言
及
さ
れ
る
。
し
か
し

｢

魯
国
虚
無
党｣

で
み
ら
れ
た

｢

虚
無

党｣

論
、
す
な
わ
ち
人
民
の
急
進
化
・
激
化
の
原
因
を
平
和
的
な
手
段
を
追
求
し
て
き
た

｢

虚
無
党｣

で
な
く
、
民
意
と
い
う

｢

自

然｣

に
逆
ら
っ
た
専
制
政
治
に
帰
す
る
見
方

(

①

(

�))

、
ま
た

｢

魯
国
ノ
志
士｣

の
、
下
層
社
会
に
わ
け
い
っ
て
い
く
姿
勢
や
自
己
犠

牲
の
精
神
の
強
調

(

②)

は
、
以
後
の

｢

虚
無
党｣

言
説
に
お
い
て
も
、
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
前
者
①
に
類
す
る
社
説
と
し
て
は
、
馬
場
辰
猪

｢

内
乱
ノ
害
ハ
革
命
家
ノ
過
ニ
ア
ラ
ズ｣

(

一
八
八
二
年
七
月
二
一
・
二
二
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日)

や
、｢

政
党
解
散
ノ
風
説｣

(

同
年
七
月
二
三
日)

、｢

過
激
ノ
政
党
ハ
専
制
政
体
ノ
下
ニ
生
ズ｣

(

同
年
九
月
七
日)

な
ど
が
あ

る
。
こ
の
う
ち
、
新
た
な
言
論
弾
圧

(

六
月
の
集
会
条
例
改
正)

を
批
判
す
る

｢

政
党
解
散
ノ
風
説｣

は
、｢

人
民
ノ
既
ニ
政
事
思

想
ヲ
発
達
シ
タ
ル
コ
ト
今
日
ノ
如
ク
ナ
ル
ノ
時
ニ
際
シ
政
党
ノ
民
間
ニ
勃
興
ス
ル
ハ
是
レ
自
然
ノ
数｣

で
あ
り
、｢

若
シ
強
テ
人
為

ノ
手
段
ヲ
以
テ
之
レ
ニ
圧
制
ヲ
加
ヘ
之
レ
ヲ
シ
テ
興
起
ス
ル
ヲ
得
ザ
ラ
シ
ム
ル
ト
キ
ハ
益
々
其
気
ヲ
激
成
シ
必
ズ
民
間
ニ
無
形
ノ
政

党
ヲ
組
織
ス
ル
ノ
勢
ヲ
馴
致
シ
遂
ニ
各
所
ニ
秘
密
政
社
ノ
起
ル
ヲ
見
ル
ニ
至
ラ
ン｣

と
し
た
上
で
、｢

蓋
シ
魯
国
今
日
ノ
状
態
ノ
如

キ
偏
ニ
斯
ノ
如
キ
事
情
ニ
胚
胎
セ
シ
者
ニ
シ
テ
取
リ
以
テ
鑑
ト
ナ
ス
ベ
キ
ナ
リ｣

と
し
て
い
る
。
ま
た
政
党
は
、
時
に
は

｢

各
社
互

ニ
競
争
ス
ル
ノ
極
遂
ニ
其
挙
動
議
論
ノ
過
激
ニ
走
ル
ノ
弊
ナ
キ
能
ハ
ズ｣

、
政
党
結
成
に
努
力
し
て
い
る
の
は

｢

此
弊
害
ヲ
未
発
ニ

防
制
セ
ン
ト
欲
ス
レ
バ
ナ
リ｣
と
述
べ
て
い
る
。
政
党
の
激
化
を
生
み
出
す
ロ
シ
ア
の
専
制
を

｢

鑑｣
(

反
面
教
師)

に
せ
よ
と
の

主
張
は
、
こ
の
時
期
の

｢

虚
無
党｣
言
説
が
、
ロ
シ
ア
と
日
本
の
類
似
性
を
前
提
と
し
た
日
本
政
府
批
判
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お

り

(

�)

、
ま
た

｢

虚
無
党｣

が
そ
も
そ
も
平
和
を
志
向
し
て
い
た
と
い
う
言
説
が
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ

｢

過
激｣

化
抑
止
機
能
を
も
つ
も

の
と
し
て

｢

政
党｣

(

つ
ま
り
自
由
党)

を
と
ら
え
る
主
張

(

�)

へ
と
敷
衍
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

な
お
一
八
八
二
年
段
階
の

『

自
由
新
聞』

社
説
・
論
説
に
は
、
①
に
類
す
る
議
論
が

｢

虚
無
党｣

論
以
外
に
も
数
多
く
見
ら
れ
た

(

�)

。

背
景
に
あ
っ
た
の
は
、
六
月
の
改
正
集
会
条
例

(

結
社
の
支
社
設
置
禁
止
、
内
務
卿
に
よ
る
集
会)

な
ど
言
論
統
制
の
強
化
で
あ
り
、

松
岡
僖
一
氏
が
指
摘
す
る
通
り
、
こ
う
し
た
主
張
は

｢

自
由
党
が
全
国
的
政
党
と
し
て
の
組
織
を
よ
う
や
く
整
え
た
直
後
に
、
そ
の

組
織
を
破
壊
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
民
権
家
の
怒
り
を
背
景
と
し
た
、
政
府
へ
の
警
告

(

�)｣

だ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
当
時
、
自
由
党

は

『

東
京
日
日
新
聞』

な
ど
政
府
系
の
新
聞
か
ら

｢

国
体
ヲ
破
壊
ス
ル
賊
名｣
を
以
て
非
難
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
総
理
・

板
垣
退
助
が
四
月

｢

尊
王
論｣

を
公
に
す
る
と
い
う
状
況
が
あ
っ
た

(

�)

。
そ
の
直
後
、
岐
阜
・
中
教
院
で
起
き
た
板
垣
遭
難
事
件
に
つ
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い
て
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
本
来

｢

虚
無
党｣

や
政
党
は
平
和
的
な
手
段
を
志
向
す
る
組
織
で
、
む
し
ろ
秩
序
維
持
に

役
立
つ
も
の
だ
と
い
う
見
方
は
、
右
の
よ
う
な
批
判
や
攻
撃
か
ら
自
由
党
を
擁
護
す
る
意
味
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

他
方
、
②
に
連
な
る
議
論
は
、
既
に
創
刊
号
で

｢

志
士
仁
人｣

に
よ
る

｢

人
民｣

の
啓
蒙
活
動
を
重
要
視
す
る
視
点
が
表
明
さ
れ

て
い
た
こ
と

(
�)
を
除
け
ば
、
特
に
九
月
以
降
に
み
ら
れ
、
板
垣
が
洋
行
前
に
そ
の
趣
旨
を
口
述
し
た

｢

自
由
党
衆
ニ
告
別
ノ
辞｣

(

一

八
八
二
年
九
月
二
六
日)

、｢

学
者
論
士
ノ
通
弊
ヲ
論
ズ｣
(

同
年
一
〇
月
三
日)

、
山
本
隆
徳

｢

誰
カ
云
フ
下
等
賎
民
豈
能
ク
何
事
ヲ

カ
為
シ
得
ン
ト｣

(

同
年
一
〇
月
一
五
・
二
一
・
二
二
日)

な
ど
の
社
説
・
論
説
が
続
い
た

(

�)

。

例
え
ば

｢

自
由
党
衆
ニ
告
別
ノ
辞｣

は
、｢

我
党
履
ム
所
ノ
者
ハ
天
地
ノ
公
道
ナ
リ｣

と
し
、｢

公
道｣

を
履
む
者
は
広
く
そ
の
是

非
を
世
界
に
訴
え
る
べ
き
と
し
た
上
で
、｢

魯
国
改
革
党
ノ
如
キ
ハ
世
界
ノ
一
隅
ニ
僻
在
シ
其
世
ニ
顕
ハ
レ
ザ
ル
ヲ
以
テ
乱
民
暴
徒

ノ
汚
名
ヲ
蒙
リ
是
ニ
於
テ
乎
慷
慨
ノ
志
士
ハ
悲
憤
ノ
情
ニ
堪
エ
ス
或
ハ
故
ラ
ニ
奇
激
ノ
挙
動
ニ
出
テ
以
テ
世
界
ノ
視
聴
ヲ
驚
愕
シ
広

ク
世
界
ノ
公
評
ニ
係
リ
以
テ
審
裁
ヲ
公
道
ニ
訴
ヘ
ン
コ
ト
ヲ
要
メ
リ
ト
我
党
妄
ニ
自
ラ
魯
国
改
革
党
ニ
比
ス
ル
ニ
非
ズ
ト
雖
ト
モ

其
是
非
ヲ
世
界
ノ
公
評
ニ
訴
フ
ル
ノ
一
事
ニ
至
テ
ハ
固
ヨ
リ
当
ニ
其
然
ル
ベ
キ
所
ナ
ル
ヲ
信
ズ
ル
也｣

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は

｢

虚
無
党｣

を

｢

魯
国
改
革
党｣

と
称
し
、
か
れ
ら

｢
慷
慨
ノ
志
士｣

が

｢

奇
激
ノ
挙
動｣

に
訴
え
て
で
も
自
ら
の
信
ず
る
と
こ
ろ

を

｢

公
道｣

(

公
益
に
資
す
る
道
、
正
義)

と
し
て
知
ら
し
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
は
、
自
由
党
も
ま
た
倣
う
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。

も
と
よ
り
こ
の
主
張
は
、
自
ら
の
洋
行
に
対
す
る
党
内
批
判
を
念
頭
に
、
洋
行
を
正
当
化
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

少
な
く
と
も
自
由
党
・
総
理
が
、｢

妄
ニ
自
ラ
魯
国
改
革
党
ニ
比
ス
ル
ニ
非
ズ｣

と
い
う
留
保
つ
き
な
が
ら
も
、
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
の

姿
勢
を
一
定
評
価
し
、｢

自
由
党｣

も
こ
れ
に
倣
う
べ
き
だ
と
し
て
い
る
点
に
は
留
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
点
は

｢

学
者
論
士
ノ
通
弊
ヲ
論
ズ｣

や
山
本
隆
徳
の
論
説
も
同
様
で
あ
る
。
前
者
は
ま
ず
、｢

英
国
ノ
改
進
党
保
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守
党｣

を
評
価
し
て
日
本
の
政
党
も
こ
れ
に
則
ら
し
め
ん
と
す
る
風
潮
に
つ
き
、｢

世
ノ
学
士
ハ
果
テ
政
党
ニ
創
業
ト
守
成
ノ
区
別

ア
ル
ヲ
知
ル
ヤ
否
ヤ｣

と
問
う
。
つ
ま
り
立
憲
政
体
樹
立
後
の

｢

守
成｣

に
と
ど
ま
っ
て
よ
い
段
階
と
、
樹
立
前
の

｢

創
業｣

の
段

階
の
政
党
像
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の
社
説
は

｢

世
ノ
学
士
ニ
シ
テ
果
テ
斯
ノ
区
別
ア
ル
ヲ
知

ラ
バ
其
ノ
政
党
ヲ
論
ズ
ル
ガ
如
キ
モ
必
ズ
シ
モ
英
国
ノ
政
党
ヲ
説
カ
ズ
シ
テ
少
ク
魯
国
改
革
党
ノ
挙
動
ニ
注
目
ス
ル
所
有
ラ
ン｣

と

し
、｢

創
業｣

期
の
政
党
と
し
て
参
照
す
べ
き
は

｢

魯
国
改
革
党｣

だ
と
す
る

(

�)

。
そ
れ
で
は
、
自
由
党
は

｢

虚
無
党｣

か
ら
具
体
的

に
何
を
学
ぶ
べ
き
な
の
か
。
板
垣
と
は
異
な
る
観
点
か
ら
、
こ
れ
に
答
え
た
の
が
山
本
の
論
説
で
あ
る
。
山
本
は
、｢

有
識
有
力
ノ

士｣

の
役
割
も
認
め
つ
つ
、
世
の

｢

一
大
改
革｣

を
成
し
遂
げ
ら
れ
る
の
は
逆
政
に
苦
し
ん
で
き
た

｢

下
等
賎
民｣

で
あ
り
、
多
数

派
を
形
成
す
る
た
め
に
も
改
革
に
際
し
て
は
そ
の
支
持
を
得
る
必
要
が
あ
る
。
よ
っ
て

｢

彼
ノ
露
国
ノ
改
革
党
ガ
親
シ
ク
鍬
鋤
取
テ

農
夫
ト
伍
ヲ
為
シ
…

(

中
略)

自
ラ
刻
苦
シ
テ
一
ニ
下
等
賎
民
ト
其
情
ヲ
通
シ
親
ヲ
結
バ
ン
ト
ス
ル
ノ
状
ア
ル
ハ
余
輩
大
ニ
目
的
ト

ス
ル
所
ノ
者
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
ル｣

と
主
張
す
る
の
だ
が
、
こ
れ
は

｢

虚
無
党｣

が

｢

貧
民
社
会
ニ
伍
シ｣

て
行
っ
た
啓
蒙
活
動
に
自

由
党
も
倣
う
べ
き
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う

(

�)

。

こ
の
よ
う
に

｢

虚
無
党｣

言
説
②
は
、｢

魯
国
改
革
党｣

の
姿
勢
へ
の
共
感
、
す
な
わ
ち
立
憲
政
体
の
樹
立
を
め
ざ
す

｢

創
業｣

期
に
、｢

乱
民
暴
徒
ノ
汚
名
ヲ
蒙
リ｣

つ
つ
も

｢

公
道｣

｢
公
益｣

の
た
め

｢

農
夫
ト
伍
ヲ
為
シ｣

、｢

奇
激
ノ
挙
動｣

を
も
辞
さ
ず
尽

力
す
る
こ
と
で
世
界
に
そ
の
行
動
の
正
当
性
を
訴
え
よ
う
と
す
る
、
そ
の
姿
へ
の
共
感
と
し
て
語
ら
れ
、｢

自
由
党｣

も
こ
れ
に
倣

う
べ
き
と
い
う
主
張
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、｢

魯
国
改
革
党｣

を
、
類
似
の
歴
史
段
階
・
状
況
下
に
あ
る
党
派
と
み
な

し
、
日
本
の

｢

自
由
党｣

の
モ
デ
ル
と
し
て
と
ら
え
る
視
点
が
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
時
期
、
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
語
ら
れ
方
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
八
八
二
年
九
月
と
い
う
時
期
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は
、
先
に
も
ふ
れ
た
板
垣
の
洋
行
問
題
に
一
定
決
着
の
つ
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。
各
地
の
有
力
自
由
党
員
が
洋
行
問
題
に
つ
き
協
議

の
た
め
上
京
し
、
直
後
に
行
わ
れ
た
各
地
有
力
党
員
・
常
備
委
員
・
常
議
員
等
の
秘
密
会
で
は

｢

葛
藤
ノ
生
シ
タ
ル
為
メ
板
垣
ノ
名

誉
幾
分
カ
毀
損
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
恢
復
ス
ル
ノ
意｣

も
あ
り
、
遊
説
員
派
遣
に
よ
る
各
地
の
志
士
募
集
と
中
央
主
導
の
大
衆
蜂
起

計
画
が
論
じ
ら
れ
る

(

�)

。
ま
た
九
月
末
に
は
洋
行
反
対
派
で
あ
っ
た
馬
場
・
末
広
ら
が

『

自
由
新
聞』

を
退
社
。
こ
の
頃
か
ら

『

自
由

新
聞』

紙
上
で
は
、
右
の
党
内
状
況
、
四
月
の
岐
阜
・
板
垣
遭
難
事
件
、
六
月
の
集
会
条
例
改
正
、
八
月
会
津
若
松
で
自
由
党
員
・

田
母
野
秀
顕
が
帝
政
党
員
に
襲
撃
さ
れ
た
事
件
、
さ
ら
に
は
板
垣
洋
行
資
金
の
出
所
を
め
ぐ
る
改
進
党
と
の
対
立
な
ど
も
ふ
ま
え
、

｢

自
由
党
は
創
業
の
政
党
で
あ
る
、
と
い
う
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン｣

が
始
ま
っ
て
い
た

(

�)

。
例
え
ば
、｢

慨
世
余
言｣

(

一
八
八
二
年
九
月
二

四
・
二
六
日)

は
、
専
制
の
下
で
は
世
論
も
行
わ
れ
ず
平
和
的
な
更
迭
も
行
わ
れ
な
い
の
で

｢

真
ニ
所
謂
ル
政
党
ナ
ル
者
ハ
専
制
ノ

政
ヲ
革
メ
輿
論
ノ
治
ヲ
施
ス
ニ
非
ズ
ン
バ
樹
立
ス
可
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ｣

、
よ
っ
て

｢

方
今
我
邦
適
当
ノ
政
党
ハ
守
成
ノ
政
党
に
非
ズ

シ
テ
創
業
ノ
政
党
ニ
在
ル
耳｣

と
し
た
。
ま
た
、｢

我
自
由
党
諸
君
ニ
告
グ｣

(

同
年
一
〇
月
一
日

(

�))

、｢

世
ノ
志
士
ニ
告
グ｣

(

同
年

一
〇
月
二
〇
・
二
一
日)

や
、
一
一
月
か
ら
一
〇
回
に
わ
た
り
連
載
さ
れ
た

｢

今
日
ノ
形
勢

(

�)｣

は
、
幕
末
の
尊
攘
志
士
と
今
日
の

｢

改
正
家｣

を
比
較
し
、
今
日
の

｢

改
正
家｣

が
、｢
利
害
苦
楽
ノ
末
学｣

｢

利
害
ノ
私
見｣

で
は
な
く
、｢

節
ヲ
致
ス
ノ
義｣

や

｢

内

外
ノ
難
ヲ
負
担
ス
ル
ニ
足
ル
ノ
気
力｣

を
発
揮
す
る
た
め
の

｢
道
義｣

を
身
に
つ
け
、｢

実
行
ノ
田
地
ニ
活
発
運
動｣

す
べ
き
だ
と

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
主
張
、
す
な
わ
ち
外
遊
を
め
ぐ
る
党
内
状
況
や
集
会
条
例
な
ど
の
言
論
弾
圧
、
自
由
党
へ
の
攻
撃
を
ふ
ま
え
、

党
内
の
気
力
引
き
締
め
・
引
き
立
て
の
た
め
に
な
さ
れ
た

｢

創
業
の
政
党｣

論
や
大
衆
蜂
起
構
想

こ
れ
ら
と
先
の

｢

虚
無
党｣

言
説
②
が
、
大
衆
へ
の
働
き
か
け
、
私
利
私
欲
で
な
く

｢

道
義｣

に
基
づ
く
実
践
行
動
の
強
調
な
ど
に
お
い
て
、
共
通
点
を
も
つ
の

は
明
ら
か
で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
一
八
八
二
年
段
階
の

『

自
由
新
聞』

に
お
け
る

｢

虚
無
党｣

言
説
は
、
ま
ず
、
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
や
社
会
党
・
社

会
主
義
そ
の
も
の
を
問
題
と
す
る
議
論

(

�)

で
は
な
く
、
日
本
の
政
府
批
判
・
自
由
党
論
と
し
て
生
み
だ
さ
れ
た
こ
と

(

�)

、
し
た
が
っ
て
、

政
府
に
よ
る
言
論
弾
圧
の
強
化
や
他
党
派
に
よ
る
自
由
党
攻
撃
、
さ
ら
に
は
自
由
党
内
の
対
立
な
ど
自
由
党
を
め
ぐ
る
内
外
の
状
況

や
、
そ
れ
に
伴
う

『

自
由
新
聞』

の
論
調
、
自
由
党
の
運
動
戦
略
に
よ
っ
て
、｢

虚
無
党｣

言
説
も
ま
た
方
向
づ
け
ら
れ
て
き
た
こ

と
が
わ
か
る
。
自
由
党
が
日
本
社
会
・
政
府
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
、
ま
た
自
由
党
員
に
何
を
求
め
る
の
か
が
、｢

虚
無
党｣

を
め

ぐ
る
語
り
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
章
で
は
、
こ
れ
ら
の
点
を
ふ
ま
え
て
、
二
系
統
の

｢

虚
無
党｣

言
説
が
、
福
島
・
喜
多
方
事
件
を
経
た
一
八
八
三
年
以

降
、
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
の
か
確
認
し
て
い
こ
う
。

第
二
章

一
八
八
三
年
以
降
の

｢
虚
無
党｣

言
説

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
一
八
八
二
年
ま
で
の

『

自
由
新
聞』

に
お
け
る

｢

虚
無
党｣

論
は
、
ま
ず
、
人
民
激
化
が
、
平

和
的
な
手
段
を
追
求
し
て
き
た

｢

虚
無
党｣

｢

魯
国
改
革
党｣

(

ひ
い
て
は
自
由
党)

で
は
な
く
、(

立
憲
政
体
樹
立
に
向
か
う)

民

意
と
い
う

｢

自
然｣

を
ふ
ま
え
ず

｢

私
利
私
欲｣

に
固
執
す
る
ロ
シ
ア

(

日
本)

の
専
制
政
治
に
よ
っ
て
引
起
さ
れ
て
い
る
と
し
、

む
し
ろ
自
由
党
は
激
化
を
抑
止
す
る
も
の
だ
と
し
た

(

①)

。
ま
た
一
方
、｢

魯
国
ノ
志
士｣

に
対
し
て
は
、
専
制
政
治
の
も
と
、
立

憲
政
体
の
樹
立
を
め
ざ
し
て
自
ら
下
層
社
会
に
入
り
、
人
民
を
啓
蒙
・
教
育
し
て
い
く
姿
勢
や
そ
の
自
己
犠
牲
の
精
神
へ
共
感
が
示

さ
れ
、
同
様
に
困
難
な
状
況
に
あ
る
自
由
党
員
も
ま
た
、｢

下
等
賎
民｣
と
と
も
に
日
本
で
立
憲
政
体
の
樹
立
を
め
ざ
す

｢

創
業
ノ

政
党｣

と
し
て
、｢

私
利
私
欲｣

を
超
え
た

｢

道
義｣

｢

公
道｣

を
実
現
す
る
た
め
に

｢

気
力｣

を
奮
い
起
こ
し
、｢

実
行
ノ
田
地｣
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へ
進
む
べ
き
だ
と
さ
れ
た
の
で
あ
る

(

②

(

�))

。
こ
れ
ま
で
の

｢

虚
無
党｣

論
は
、｢

自
然｣

・｢

公｣

を
体
現
す
る
立
憲
政
体
樹
立
の
民

意
・
輿
論
、
自
ら
を
犠
牲
に
し
て
こ
の
民
意
・｢

公
道｣

を
実
現
し
よ
う
と
す
る

｢

虚
無
党｣

と
、
こ
れ
に
対
し
て
既
得
権
に
拘
泥

し
、
自
然
・｢

公
道｣

に
逆
ら
う

｢

私｣

と
し
て
の
専
制
、
と
い
う
図
式
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
た
と
も
い
え
る
。

し
か
し
一
八
八
二
年
一
一
月
の
板
垣
出
国
後
、
自
由
党
中
央
は
、
党
内
急
進
派
と
官
憲
の
対
立
を
背
景
と
し
た
数
々
の
激
化
事
件

に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
一
月
下
旬
に
は
福
島
・
喜
多
方
事
件
、
翌
年
三
月
に
高
田
事
件
が
起
こ
る
と
、
四
月
の
自
由
党
定

期
大
会
で
は
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
本
部
維
持
の
方
法
、｢

実
行
者｣

｢

壮
士｣

の
養
成
な
ど
と
と
も
に
、
板
垣
洋
行
に
端
を
発
す
る

｢

改
進
黨
討�

｣

が
確
認
さ
れ
、
偽
党
撲
滅
運
動
が
名
実
と
も
に
推
進
さ
れ
て
い
く
。
ま
た
六
月
に
板
垣
が
帰
国
す
る
と
解
党
論
を

た
て
に
党
の
再
建
を
主
張
。
そ
の
た
め
一
一
月
の
臨
時
大
会
で
は
一
〇
万
円
募
集
運
動
の
実
施
が
決
定
さ
れ
る
が
、
結
局
こ
れ
は
行

き
詰
ま
る
。
翌
八
四
年
三
月
の
定
期
大
会
で
は
、
総
理
・
板
垣
へ
の
権
限
集
中
で
解
党
を
回
避
す
る
も
の
の
、
五
月
以
降
、
松
方
デ

フ
レ
を
背
景
に
激
化
事
件
が
頻
発
す
る
と
、
自
由
党
中
央
は
急
進
化
へ
の
警
戒
を
強
め
て
い
く
。
そ
し
て
資
金
募
集
運
動
も
失
敗
し
、

党
内
急
進
化
の
阻
止
、｢

無
形
の
精
神
的
団
結

(

�)｣
が
優
先
さ
れ
る
な
か
、
自
由
党
は
、
一
〇
月
二
九
日
に
解
党
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
福
島
・
喜
多
方
事
件
以
降
の
自
由
党
は
、
政
府
の
言
論
弾
圧
や
他
党
へ
の
対
抗
だ
け
で
な
く
、
デ
フ
レ
の
も
と
で

激
化
し
て
い
く
党
内
急
進
派
と
官
憲
の
対
立
に
ど
う
対
処
す
る
か
と
い
う
問
題
に
直
面
し
て
い
た
の
で
あ
り
、｢

壮
士｣

の
養
成
や

偽
党
撲
滅
運
動
、
解
党
発
言
・
資
金
募
集
運
動
等
を
通
じ
て
急
進
派
へ
の
妥
協
や
党
内
の
引
き
締
め
・
一
致
を
は
か
り
、
最
終
的
に

は
、
党
員
結
合
を
維
持
し
つ
つ
解
党
す
る
道
を
選
択
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
従
来
の

｢

虚
無
党｣

言
説
は
、
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
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１.

勤
王
論
・
官
民
調
和
論
と

｢

虚
無
党｣

言
説
の
変
化

一
八
八
二
年
末
以
来
、『

自
由
新
聞』

紙
上
で
は
、
福
島
・
喜
多
方
事
件
や
高
田
事
件
に
つ
い
て
苦
し
い
主
張
が
続
く
が

(

�)

、
そ
の

な
か
で

｢
虚
無
党｣

論
に
見
ら
れ
た
最
初
の
変
化
は
、
尊
王
・
勤
王
論
と
官
民
調
和
論
へ
の
接
近
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
一
八
八
三

年
四
月
一
三
日
の
社
説

｢

切
ニ
国
ヲ
憂
フ
ル
ノ
言｣

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
五
箇
条
の
誓
文
や
国
会
開
設
の
詔
勅
で
は

｢

上
下

ノ
福
ヲ
成
ス
ニ
聖
慮
ヲ
用
ヒ
ラ｣

れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、｢

廟
堂
ナ
ル
百
官｣

は
、
詔
勅
に
あ
る

｢

経
画
ノ
責｣

を
果
た
す
た
め
、

｢

言
論
集
会
ノ
自
由
ヲ
葆
利
シ
可
成
国
事
ヲ
公
明
ニ
シ｣

、
人
民
を

｢

立
憲
政
体
ノ
境
遇｣

に
適
応
さ
せ
、｢

仍
ホ
故
サ
ラ
ニ
躁
急
ヲ

争
ヒ
事
変
ヲ
煽
シ
国
安
ヲ
害
ス
ル
者
ノ
生
出
ス
ル
ニ
及
ハ
ン
ト
ス
ル
モ
然
カ
モ
得
テ
其
身
ヲ
容
ル
ヽ
ノ
地
ヲ
得
ル
ニ
縁
ナ
カ
ラ
シ
メ｣

る
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
実
際
は
、
詔
勅
以
降

｢

国
事
政
事
ニ
関
ス
ル
罪
人
ノ
夥
タ
シ
ク
続
出｣

し
た
だ
け
で
な
く
、
今
や

｢

主

上
ノ
御
写
真｣

に
不
敬
を
働
く
者
ま
で
い
る
。｢

今
日
ノ
如
キ
ノ
勢
ヲ
以
テ
過
ゴ
シ
タ
ラ
ン
ニ
ハ
或
ハ
頻
ニ
社
会
党
ノ
国
内
ニ
生
ジ

或
ハ
盛
ン
ニ
虚
無
党
ノ
民
間
ニ
起
ル
ニ
及
ビ
テ
終
ニ
永
ク
我
ガ
王
室
ノ
不
利
ヲ
醸
ス
ノ
地
ヲ
成
ス
ニ
至
ラ
ン
コ
ト
未
ダ
測
リ
知
ル
ベ

カ
ラ
ズ｣

。
そ
も
そ
も

｢

立
憲
公
議
ノ
政
ハ
我
ガ

皇
上
ガ
即
位
ノ
元
年
ヨ
リ
期
シ
玉
フ
所｣

だ
が
、
こ
れ
ま
で

｢

皇
上
ノ
大
ニ
宸

襟
ヲ
悩
マ
シ
奉
ル
コ
ト
ヲ
致
サ
ル
ヽ
モ
畢
竟
ス
ル
ニ
吾
儕
ノ
曽
テ
最
モ
切
ニ
国
事
ニ
尽
力
シ
立
憲
公
議
ノ
政
治
ヲ
闢
ク
ガ
為
メ
ニ
碎

励
シ
タ
ル
コ
ト
ノ
足
ラ
ザ
リ
シ
ニ
職
由
ス
ル
ノ
ミ
ト
思
ヘ
バ
吾
儕
ハ
殆
ン
ド
愧
死
セ
ン
ト
ス
ル
也
世
ノ
憂
国
誠
忠
ノ
士
タ
ル
者
果

シ
テ
吾
儕
ノ
心
ノ
如
ク
ハ
ア
ラ
ザ
ル
耶｣

。

こ
の
よ
う
に
社
説
は
、
詔
勅
の
文
言
を
逆
手
に
と
り
な
が
ら

(

�)

、
天
皇
の
意
思
で
あ
る

｢

上
下
ノ
福｣

や

｢

立
憲
公
議
ノ
政｣

の
準

備
が
進
ま
な
い
た
め
に

｢

罪
人｣

が
続
出
、
ひ
い
て
は

｢

社
会
党｣

｢

虚
無
党｣

の
如
き

｢

王
室｣

に

｢

不
利｣

を
も
た
ら
す
よ
う

な
状
況
も
生
れ
て
い
る
と
し
、
そ
の
原
因
を
、
言
論
の
自
由
を
認
め
ず
情
報
公
開
も
し
な
い

｢

廟
堂
ナ
ル
百
官｣

と
と
も
に
、｢

吾
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儕｣

に
帰
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
論
調
は
基
本
的
に
①
の
言
説
に
属
す
る
も
の
だ
が
、
そ
の
特
徴
は
、
立
憲
政
体
、
上
下
・
官
民
の

調
和
に
対
す
る

｢

皇
上｣

の
意
思
を
前
面
に
う
ち
だ
し
た
点
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
官
民
調
和
の
訴
え
や
誓
文
・
詔
勅
に
よ
っ
て
立

憲
政
体
の
樹
立
を
正
当
化
す
る
論
法
は
、
早
く
か
ら
民
権
派
に
み
ら
れ
た
も
の
だ
が

(

�)

、
少
な
く
と
も
こ
れ
ま
で
の

｢

虚
無
党｣

論
は
、

立
憲
政
体
樹
立
を
志
向
す
る
民
意
・
輿
論
と
い
う

｢

自
然｣

・｢

公
道｣

と
、
こ
れ
に
逆
ら
う

｢

私｣

・
専
制
と
い
う
図
式
に
則
っ
て

お
り
、
立
憲
政
体
や

｢

虚
無
党｣

の
正
当
性
は
、
そ
れ
ら
が
民
意
と
い
う

｢

自
然｣

｢

公
道｣

に
基
づ
く
も
の
、
そ
れ
を
実
現
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
社
説
で
は
、
立
憲
政
体
を
天
皇
の
意
思
と
し
て
正
当
化
す

る
主
張
の
方
を
強
く
打
ち
出
し
、
し
か
も
、
同
様
に
天
皇
の
意
思
た
る
官
民
調
和
よ
ろ
し
く
、
立
憲
政
体
の
樹
立
が
進
ま
ず｢

罪
人｣

が
続
出
、｢

王
室｣

を
も
危
う
く
す
る
状
況
が
生
れ
て
い
る
原
因
は
、
政
府
だ
け
で
な
く
自
ら

(

自
由
党)

に
も
あ
る
と
い
う
論
理

に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
議
論
が
尊
王
・
官
民
調
和
論
に
傾
斜
し
て
し
ま
え
ば
、
皇
帝
暗
殺
ま
で
決
行
し
た

｢

虚
無
党｣

は
、

｢

王
室｣

に

｢

不
利｣

を
与
え
秩
序
を
乱
す
存
在
に
止
ま
る
ほ
か
な
い
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
議
論
へ
の
傾
斜
は
、
福
島
・
喜
多
方
事
件
以
来
の
全
体
の
論
調
に
沿
っ
た
も
の
だ
っ
た

(

�)

。
一
八
八
二
年
末
か

ら
翌
年
五
月
の

『

自
由
新
聞』

紙
上
に
は
、｢

勤
王
直
解｣

上
・
下

(

一
八
八
二
年
一
二
月
九
・
一
〇
日)

、｢

人
和
ヲ
先
ニ
ス
可
キ

ヲ
論
ス｣

(

同
年
一
二
月
一
六
・
一
九
日)

、｢

明
治
十
六
年
ニ
期
ス
ル
ノ
辞｣

(

一
八
八
三
年
一
月
四
日)

、｢

福
島
事
件
ニ
付
上
告
ノ

判
決｣

(

同
年
五
月
二
七
・
二
九
日)

な
ど
、
勤
皇
論
・
官
民
調
和
論
に
類
す
る
社
説
が
並
ぶ

(

�)

。
こ
う
し
た
論
調
の
背
景
に
は
、｢

彼

ノ
東
京
日
々
新
聞
ノ
記
者
ノ
輩｣

が

｢

我
ガ
自
由
改
進
ノ
党
ヲ
誣
テ
其
説
ノ
極
端
ニ
走
ル
ヤ
或
ハ
将
ニ
王
室
ニ
不
利
ナ
ル
コ
ト
有
ラ

ン
ト
ス
ル
ガ
如
ク
言
做
シ｣

て
い
る
こ
と

(

�)

、
ま
た
福
島
・
喜
多
方
事
件
が｢
同
地
方
ノ
官
庁
ト
人
民
ト
ノ
間
其
情
互
ニ
相
通
ゼ
ザ
ル｣

た
め
に
起
き
た
と
い
っ
た
見
方

(

�)

が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
勤
王
論
・
官
民
調
和
論
へ
の
傾
斜
に
は
、
自
由
党
が
次
々
に

｢

罪
人｣

を
輩
出
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す
る
な
か
、
ま
ず
自
ら
の
行
動
の
原
点
で
あ
る
立
憲
政
体
の
樹
立
を
天
皇
の
意
思
と
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
反
対
党
の
批
判
に
対
し
、

自
由
党
の
正
当
性
を
担
保
す
る
意
味
が
あ
っ
た
。
ま
た
立
憲
政
体
樹
立
と
い
う
天
皇
の
意
思
を
履
行
す
る
前
に

｢

罪
人｣

が
続
出
し
、

社
会
秩
序
が
動
揺
す
る
現
状
に
対
し
て
勤
王
論
に
基
づ
き
官
民
調
和
を
主
張
す
る

(

政
府
だ
け
で
な
く
自
由
党
、
ひ
い
て
は
急
進
派

も
責
任
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る)

こ
と
で
、
政
府
批
判
を
維
持
す
る
と
と
も
に
、
現
在
の
苦
境
を
も
た
ら
し
た
党
内
急
進
派

の
行
動
を
牽
制
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
勤
王
論
・
官
民
調
和
論
は
、
い
わ
ば
民
意
と
い
う

｢

公｣

を

｢

聖
慮｣

と
い
う

｢

公｣

に
お
き
か
え

る
こ
と
で
、
福
島
・
喜
多
方
事
件
以
来
、
大
き
く
揺
ら
い
で
い
た
自
由
党
の
正
当
性
を
再
編
し
よ
う
と
し
た
と
も
い
え
る
。
し
か
し

前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
論
理
に
立
て
ば
、
ロ
シ
ア
皇
帝
暗
殺
を
志
向
す
る

｢

虚
無
党｣

は
む
し
ろ
批
判
の
対
象
と
な
ら
ざ
る

を
得
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
従
来
の
｢

虚
無
党｣

言
説
②
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
以
後
の

｢

虚
無
党｣

論

は
、
勤
王
論
に
基
づ
き
有
司
専
制
や
虚
無
党
の
戦
略

(

皇
帝
暗
殺)

を
批
判
す
る
論
調
、
さ
ら
に
は
ロ
シ
ア
と
日
本
、｢

虚
無
党｣

と
自
由
党
を
同
列
に
論
じ
る
こ
と
に
否
定
的
な
論
調
へ
と
傾
い
て
い
く
。
ま
た
、
そ
の
な
か
で

｢

虚
無
党｣

は
、
皇
帝
暗
殺
を
志
向

す
る
恐
る
べ
き
党
派
と
し
て
、
従
来
の

｢

虚
無
党｣
像

(
共
感
の
対
象
・
モ
デ
ル)

と
齟
齬
を
き
た
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
一
八
八
三
年
四
月
二
二
日
の
社
説

｢

露
国
ノ
情
形｣
は
、
皇
帝
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
三
世
の
即
位
式
が
迫
る
な
か

(

�)

、
ロ
ン
ド

ン
の

『

毎
週
時
報』

W
e

e
k

ly
T

im
e

s

記
事
を
論
評
す
る
と
い
う
形
で
、『

自
由
新
聞』

が
初
め
て
正
面
か
ら
ロ
シ
ア
政
治
を
論
じ
た

も
の
だ
が
、
そ
の
結
論
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。｢

露
国
ノ
人
民
ハ
其
ノ
政
治
上
ノ
教
育
経
験
ア
ル
コ
ト
已
ニ
如
此
ク
而
シ
テ

其
ノ
請
願
ス
ル
所
々
ノ
ヶ
条
ハ
虚
無
党
ノ
如
キ
其
尤
モ
過
激
ナ
ル
党
派
ヨ
リ
出
ル
モ
猶
ホ
前
ノ
八
ヶ
条
ノ
如
ク
其
ノ
妥
当
ナ
ル
コ
ト

殆
ン
ド
意
外
ニ
出
ル
者
ア
ル
ニ
モ
関
ラ
ズ
只
其
ノ
専
制
専
権
ノ
有
司
ガ
自
由
制
度
ノ
公
ヲ
恐
レ
立
憲
政
体
ノ
正
ヲ
忌
ム
ノ
故
ヲ
以
テ
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露
皇
ノ
聡
明
ヲ
壅
蔽
シ
テ
其
ノ
至
安
ノ
路
ニ
就
ク
コ
ト
ヲ
得
ザ
ラ
シ
メ
脅
迫
ノ
書
、
爆
裂
ノ
薬
、
君
臣
ノ
不
幸
ヲ
成
シ
テ
悟
ラ
ズ｣

。

こ
の
主
張
は
、
専
制
政
治
を
激
化
の
原
因
と
す
る
従
来
の
主
張
を
基
本
線
と
し
つ
つ
、
特
に

｢

有
司｣

が

｢

露
皇
ノ
聡
明
ヲ
壅
蔽
シ

テ｣
い
る
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
る
。
し
か
し
実
は
、
元
の

『

毎
週
時
報』

記
事
は
、
ロ
シ
ア
の

｢

圧
制｣

に
つ
い
て
、
露
国
皇
帝

が

｢

国
人
ノ
心
ニ
合
フ
タ
ル
自
由
制
度
ヲ
バ
自
己
ノ
利
益
ト
相
両
立
セ
ザ
ル
ガ
如
ク
看
做
シ
テ
常
ニ
代
議
政
治
ヲ
憎
悪
ス
ル
所
ロ
ノ

専
権
専
制
ノ
群
有
司
ノ
擁
ス
ル
所
ロ
ト
ナ
リ
タ
ル｣

点
に
も
原
因
が
あ
る
と
し
て
お
り
、
皇
帝
の
責
任
も
認
め
て
い
た
。
に
も
か
か

わ
ら
ず

｢

露
国
ノ
情
形｣
の
社
説
子
が
あ
え
て

｢

有
司｣

に
の
み
責
任
を
課
し
た
の
は
、
既
に

『

自
由
新
聞』

が
勤
王
論
に
転
じ
て

い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
か
し
ロ
シ
ア
専
制
の
原
因
を
有
司
専
制
の
み
に
求
め
る
主
張
は
、
そ
の
後
の
社
説
で
は
必
ず
し
も
貫
か
れ
て
い
な
い
。｢

其
ノ

先
君
ヲ
シ
テ
其
ノ
皇
子
皇
孫
ニ
不
慈
ナ
ル
ノ
実
ヲ
致
シ
奉
ラ
シ
ム
ル
ノ
政
府
ハ
何
ク
ニ
在
ル
乎｣

(

一
八
八
三
年
五
月
四
・
五
日)

、

｢

露
国
皇
帝
ノ
即
位
式｣

(

同
年
五
月
三
〇
日

(
�))
は
、
ロ
シ
ア
皇
帝
に
も
責
任
の
一
端
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
皇

帝
責
任
論
の
残
存
は
、
結
局
、
日
本
と
ロ
シ
ア
を
同
日
に
論
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
議
論
と
結
び
つ
い
て
い
く
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
れ
を
示
す
の
が
三
ヵ
月
後
に
掲
載
さ
れ
た
社
説

｢
官
民
ノ
調
和

(

�)｣

で
あ
る
。
こ
の
社
説
は
、｢

官
民
ノ
間
ノ
互
ニ
相�

離
ス

ル
ハ
国
ノ
福
ニ
非
ラ
ズ｣

と
し
て
政
府
の
言
論
弾
圧
を
批
判
す
る
が
、
他
方
で

｢

我
ガ
今
日
ノ
政
府
ハ
決
シ
テ
昔
日
ノ
仏
国
政
府
若

ク
ハ
今
日
ノ
露
国
政
府
ノ
如
キ
ノ
比
ニ
ア
ラ
ズ
…

(

中
略)

実
ニ
全
ク
其
ノ
種
類
ヲ
別
ニ
シ
其
ノ
精
神
ヲ
反
シ
タ
ル
者｣

と
し
、
む

し
ろ

｢

今
日
ノ
政
府
ハ
本
ト
改
革
ノ
政
府｣

で
あ
り
、｢

今
日
我
ガ
政
府
ト
民
間
志
士
ト
ノ
争
ハ
決
シ
テ
圧
制
家
ト
改
正
家
ト
相
責

ム
ル
者
ニ
ハ
非
ラ
ズ
シ
テ
寧
ロ
改
正
家
ト
改
正
家
ト
相
責
ム
ル
者
ナ
リ
ト
謂
ハ
ザ
ル
可
ラ
ズ｣

と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、

｢

虚
無
党｣

言
説
に
み
ら
れ
た
、
ロ
シ
ア
と
日
本
を
類
似
の
政
体
と
す
る
観
点
は
否
定
さ
れ

(

�)

、
そ
の
有
司
専
制
批
判
も
、
実
は
ロ
シ
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ア
の
よ
う
な

｢

圧
制
家｣

で
は
な
く

｢

改
正
家｣

で
あ
る
日
本
政
府
が
、
同
様
に

｢

改
正
家｣

た
る

｢

民
間
志
士｣

(

自
由
党)

と

｢
官
民
ノ
調
和｣

を
は
か
る
べ
き
と
の
主
張
へ
転
化
す
る
。
な
お

『

自
由
新
聞』

上
、
日
本
政
府
も
ま
た

｢

改
正
家｣

で
あ
る
と
い

う
主
張
は
既
に
三
月
に
み
ら
れ

(

�)

、
右
の

｢

虚
無
党｣

言
説
も
ま
た
、
こ
う
し
た
論
調
の
中
で
論
じ
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
勤
王
論
や
官
民
調
和
論
に
た
つ
の
で
あ
れ
ば
、
皇
帝
暗
殺
を
志
向
す
る

｢

虚
無
党｣

の
運
動
も
ま
た
、
自
由

党
の
そ
れ
と
は
切
り
離
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
即
位
式
直
前
の

｢

欧
羅
巴
ノ
近
状｣

(

一
八
八
三
年
五
月
二
二
日)

は
、

｢

皇
室
ヲ
天
壌
無
窮
ニ
奉
戴
シ
テ
以
テ
立
ツ
ベ
キ
ノ
国｣

で
あ
り

｢

立
憲
政
体
ノ
美
ヲ
成
サ
ン
ト
欲
ス
ル
者
モ
亦
タ
惟
実
ニ
此
レ
ガ

為
メ｣

で
あ
る
日
本
で
は
、｢
露
国
虚
無
党｣

や
欧
州
の

｢

革
命
党
派｣

の
よ
う
に

｢

妄
リ
ニ
革
命
ノ
字
ヲ
言
フ
ノ
罪
ヲ
未
然
ニ
防

ギ
妄
リ
ニ
無
政
ノ
語
ヲ
唱
フ
ル
ノ
害
ヲ
未
萌
ニ
消
ス
ル｣

必
要
が
あ
る
と
し
て
い
た
。
ま
た

｢

欧
洲
ノ
形
情｣

(

同
年
五
月
二
四
日)

は
、｢

虚
無
党｣

や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

｢
社
会
党｣

｢

無
政
党｣

に
関
す
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
新
聞
記
事
を
転
載
し
た
も
の
だ
が
、
最
後

に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
が
直
面
す
る

｢

社
会
党
ノ
難｣

に
つ
い
て

｢

窃
ニ
懼
ル
ヽ
コ
ト
無
キ
能
ハ
ス｣

と
の
論
評
を
加
え
て
い
る
。
こ

う
し
た

｢

畏
ル
可
キ｣

｢

虚
無
党｣

・
社
会
党
像
は

(
�)

、
デ
フ
レ
に
よ
る

｢

地
方
ノ
困
窮

(

�)｣

が
さ
ら
に
進
む
翌
八
四
年
に
も
引
き
継
が
れ

る
。
デ
フ
レ
下
で

｢

借
金
党｣

｢

困
民
党｣

が
族
生
、
群
馬
事
件

(

五
月)

・
加
波
山
事
件

(

九
月)

が
起
こ
り
、
自
由
党
も
解
党
に

至
る
な
か
、｢

虚
無
党｣

は
、｢

破
壊
主
義
ヲ
奉
ズ
ル
所
ノ
激
変
党

(

�)｣

、
ま
た
は

｢

暴
虐
残
忍｣

、｢

一
世
ヲ
恐
嚇
シ
テ
以
テ
社
会
ノ
旧

習
ヲ
破
壊
ス
ル
ノ
手
段
ニ
便
セ
ン
ト
セ
シ
所
ノ
者
ヲ
使
用
ス
ル
ニ
慣
レ
シ
ヨ
リ
終
ニ
ハ
至
尊
ノ
魯
国
皇
帝
陛
下
ヲ
モ
弑
殺
ス
ル
ノ
大

逆
ヲ
敢
テ
ス
ル
ニ
至
リ
タ
ル
者

(

�)｣

と
さ
れ
、｢

神
経
錯
乱
セ
ル
衛
生
上
ノ
罪
ニ
坐
ス
ベ
キ｣

｢

加
波
山
暴
徒｣

や
、｢

破
壊
党｣

と
化

す

｢

恐
ル
ベ
キ
傾
向｣

を
有
す
る

｢

借
金
党｣

と
と
も
に
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

(

�)

。
こ
こ
に
お
い
て

｢

虚
無
党｣

と

｢

自

由
党｣

は
、
ロ
シ
ア
と
日
本
同
様
、
共
感
で
結
ば
れ
る
の
で
は
な
く

｢

種
類
ヲ
別
ニ｣

し
た
も
の
同
士
と
な
る
。
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２.

持
続
す
る

｢

虚
無
党｣

言
説

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た

｢

虚
無
党｣

像
が
展
開
さ
れ
る
な
か
、
専
制
政
治
に
対
し
自
ら
を
犠
牲
に
し
て
民
意
・｢

公
道｣

の
あ
る

と
こ
ろ

(
立
憲
政
体)

を
実
現
し
よ
う
と
す
る
、
従
来
の

｢

虚
無
党｣

イ
メ
ー
ジ

(

②)

は
消
滅
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
―
そ
う
で

は
な
か
っ
た
。
一
八
八
三
年
以
降
の
勤
王
・
官
民
調
和
論
の
も
と
、
従
来
の

｢

虚
無
党｣

像
は
、
言
及
さ
れ
る
機
会
こ
そ
減
少
す
る

が
、
そ
れ
で
も

『
自
由
新
聞』

で
語
ら
れ
続
け
た
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、｢

理
ト
権
ト
ノ
弁｣

(

一
八
八
三
年
三
月
一
一
・
一
三
日)

は
、｢

権｣
｢

力｣
｢

利
害
得
失｣

よ
り
も｢

理｣
｢

道
徳
節
義｣

に
立
つ
べ
き
と
い
う
立
場
か
ら

｢

今
日
露
国
ノ
虚
無
党｣

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。｢

吾
人
ハ
固
ヨ
リ
如
此
ノ
党
ノ
我
国
ニ

起
ラ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
者
ニ
ハ
非
ラ
ズ
又
タ
其
ノ
露
皇
ヲ
弑
シ
タ
ル
ガ
如
キ
吾
人
ハ
固
リ
其
ノ
罪
悪
ヲ
悪
ム
者
ナ
リ
然
レ
ト
モ
吾
人

ハ
其
ノ
死
ヲ
決
シ
身
ヲ
殺
ロ
シ
テ
必
ラ
ズ
其
ノ
改
正
ノ
志
ヲ
達
セ
ン
コ
ト
ヲ
期
ス
ル
ノ
迹
ヲ
観
レ
バ
其
ノ
苦
衷
至
誠
ニ
至
テ
ハ
亦
タ

自
ラ
感
動
ス
ル
ニ
足
ル
者
ナ
カ
ラ
ズ
蓋
シ
其
ノ
頓
連
シ
テ
相
率
テ
死
ニ
就
キ
刑
ニ
処
セ
ラ
レ
曽
テ
悔
ザ
ル
ノ
情
況
ヲ
察
ス
レ
バ
其

ノ
自
ラ
信
ズ
ル
コ
ト
ノ
深
且
厚
キ
ハ
自
ラ
掩
フ
可
ラ
ザ
ル
者
ア
ル
ナ
リ
是
レ
荀
モ
権
力
ノ
争
ヲ
事
ト
ス
ル
者
ノ
之
ヲ
能
ク
ス
ル
所

ロ
ナ
ラ
ン
歟
吾
人
ハ
其
ノ
斯
理
ヲ
信
ズ
ル
ノ
厚
キ
始
メ
テ
能
ク
此
ノ
堅
忍
不
抜
ア
リ
ト
謂
ハ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ｣

。
こ
の
社
説
は
、

皇
帝
暗
殺
は

｢

罪
悪｣

と
い
う
立
場
か
ら

｢

虚
無
党｣

が

｢
我
国
ニ
起
ラ
ン
コ
ト｣

に
は
否
定
的
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
末
尾
に
は
、

｢

権
力｣

よ
り
も

｢

理｣

や
道
義
を
重
視
し
な
け
れ
ば
、｢

恐
く
ハ
我
ガ
帝
国
ヲ
民
権
官
権
唯
権
力
惟
レ
事
ト
ス
ル
ノ
争
ニ
委
ス
ル
者

ア
ラ
ン｣

と
い
っ
た
官
民
調
和
論
に
類
す
る
文
言
も
み
え
る
。
し
た
が
っ
て

｢

虚
無
党｣

は
共
感
の
対
象
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は

｢

虚
無
党｣

の

｢

改
正｣

目
的
や
姿
勢
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
皇
帝
暗
殺
な
ど
の
手
段
、
自
由
党
が
こ
の
よ
う
な
党
に
な
る
こ
と
に

つ
い
て
は
明
ら
か
に
否
定
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
し
か
し
他
方
で
こ
の
社
説
に
は
、｢
理｣
・
道
義
を
信
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て

｢

身
ヲ
殺
ロ
シ
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テ｣

も

｢

改
正
ノ
志｣

を
毅
然
と
貫
く

｢

虚
無
党｣

の
姿
に
対
す
る

｢

感
動｣

・
共
感
も
ま
た
示
さ
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
こ
の

点
は
、
従
来
の

｢

虚
無
党｣

像
と
変
わ
り
な
い
。
こ
の
時
期
の
勤
王
・
官
民
調
和
論
の
文
脈
に
規
定
さ
れ
な
が
ら
、
従
来
の

｢

虚
無

党｣
像
の
語
り
を
受
け
継
い
で
い
る
点
で
は
、｢

共
和
政
治
ヲ
論
ズ｣
(

同
年
七
月
一
七
・
一
八
日)

も
同
じ
で
あ
る

(

�)

。

ま
た

｢
論
虚
無
党
復
讐
主
義｣

(

一
八
八
四
年
一
〇
月
一
四
・
一
五
日)

は
、
ロ
シ
ア
政
府
・｢

虚
無
党｣

の
双
方
が
互
い
に

｢

復

讐
主
義｣

を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る
が

(

�)

、｢

虚
無
党
豈
始
メ
ヨ
リ
復
讐
主
義
ヲ
執
リ
シ
ナ
ラ
ン
ヤ
彼
レ
ヲ
シ
テ
此
ニ
至
ラ
シ

メ
タ
ル
ハ
抑
モ
亦
故
ア
リ
ト
為
ス
ナ
リ｣

と
し
て
、
人
民
の
知
識
を
開
発
し
社
会
改
良
を
計
る
た
め
に

｢

上
等
社
会
ノ
義
士
烈
女｣

が

｢

賎
地
ニ
下
リ
テ｣

人
民
の
教
育
に
従
事
し
た
第
一
期
、
著
書
演
説
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
陋
風
固
い
人
心
に
其
主
義
を
広
め
よ
う

と
し
た
第
二
期
を
経
て
き
た
こ
と
を
紹
介
す
る
。
し
か
し
ロ
シ
ア
政
府
が
こ
れ
に
対
し
て
厳
酷
に
処
し
た
た
め
、｢

無
告
ノ
虚
無
党｣

は

｢

万
止
ム
ヲ
得
ザ
ル
ノ
手
段｣

を
と
り
、｢

復
讐
主
義
ト
云
フ
ノ
第
三
期
ノ
惨
状
ヲ
露
呈
ス
ル
ニ
至
レ
リ｣

。
つ
ま
り

｢

虚
無
党
ノ

復
讐
主
義
ハ
魯
政
府
始
メ
之
ヲ
激
成
ス
ル
所
ア
リ｣

。
こ
う
述
べ
た
上
で
、
社
説
子
は
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。
ロ
シ
ア
政
府
は

｢

今
ニ
於
テ
速
カ
ニ
社
会
治
乱
ノ
責
任
ヲ
引
キ
虚
無
党
ヲ
憎
悪
セ
ズ
シ
テ
之
レ
ヲ
慰
撫
シ
他
ノ
欧
州
諸
国
ガ
其
民
ヲ
処
ス
ル
ノ
自
由

手
段
ニ
倣
ハ
ン
コ
ト｣

が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
が
で
き
れ
ば
、
ロ
シ
ア
政
府
は
社
会
に
対
し
て｢

惨
状｣

で
は
な
く｢

和
光｣

を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
、
と
。
こ
の
よ
う
に
同
社
説
は
、
ロ
シ
ア
政
府
・｢

虚
無
党｣

の
双
方
を

｢

復
讐
主
義｣

と
し

て
批
判
し
て
お
り
、
ロ
シ
ア
政
府
か
ら
歩
み
寄
る
こ
と
で

｢

惨
状｣
を
回
避
し

｢

和
光｣

が
達
成
さ
れ
る
と
主
張
す
る
点
で
は
官
民

調
和
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん
で
い
る
が
、
基
本
的
に
は
、
従
来
の

｢
虚
無
党｣

論
を
踏
襲
し
た
主
張
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
一
八
八
三
年
九
月
か
ら
一
二
月
ま
で
七
五
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
宮
崎
無
柳
の
政
治
小
説

『

憂
世
之
涕
涙』

は

(

�)

、
米
・

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
作
家
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
キ
ン
グ

(

一
八
四
八
―
一
八
九
六)

のT
h

e
G

e
n

tle
S

av
ag

e

を
訳
出
・
翻
案
し
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た
も
の
だ
が
、
物
語
の
中
で
は
、
ロ
シ
ア
の
革
命
や

｢

虚
無
党｣

の
運
動
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
欧
州
の
社
会
党
・

｢
虚
無
党｣

の
発
生
原
因
を
政
府
に
帰
す
る
叙
述
が
あ
り
、
ま
た
各
国
か
ら
ス
イ
ス
に
集
ま
っ
た
ロ
シ
ア

｢

虚
無
党｣

・
ア
イ
ル
ラ
ン

ド

｢
護
国
党｣

・
共
産
党
の
党
員
ら
に

｢

生
命
財
産
を
肥
料
と
し
て
。
邪
悪
社
会
の
蕪
田
を
耕
や
し
。
真
理
の
幹
に
善
良
な
る
。
花

を
開
か
せ
実
を
結
ば
せ
。
億
兆
の
生
霊
の
。
飢
饉
を
早
く
救
は
ん
と
。
決
心
せ
し
我
が
党
が
。｣

と
語
ら
せ
る
な
ど

(

�)

、
こ
れ
ま
で
の

｢

虚
無
党｣

像
に
即
し
た
叙
述
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
一
八
八
四
年
八
月
か
ら
九
月
の
雑
報
欄
に
は
、｢

魯
国
虚
無
党
秘
聞
録｣

と
し
て
、

ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
の
活
動
家
、
ス
テ
プ
ニ
ャ
ー
ク

『

地
下
ロ
シ
ア』

U
n

d
e

rg
ro

u
n

d
R

u
ssia

の
翻
訳
が
一
五
回
に
わ
た
っ
て
掲
載
さ
れ

(

�)

、

自
由
党
解
党
後
も
、｢

傑
士
烈
女
魯
国
虚
無
党
列
伝｣
(

全
一
〇
回)

が
、
そ
の
続
き
を
載
せ
た

(

�)

。｢

魯
国
虚
無
党
秘
聞
録｣

の

｢

原

序｣

に
は

｢

本
書
ハ
義
士
其
人
に
就
き
事
実
を
質
正
し
其
口
述
す
る
所
を
バ
傍
よ
り
之
を
筆
記
し
た
る
者｣

と
い
う
一
節
や
、
激
化

の
原
因
を
専
制
政
治
に
帰
す
る
叙
述
も
あ
り
、
こ
こ
に
も

｢

虚
無
党｣

に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
見
方
が
明
示
さ
れ
て
い
た

(

�)

。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の

『

自
由
新
聞』

に
は
、
勤
王
論
や
官
民
調
和
論
の
文
脈
に
即
し
つ
つ
も
、
従
来
の

｢

虚
無
党｣

言

説
を
踏
襲
し
た
社
説
・
雑
報
・
政
治
小
説
が
、
自
由
党
解
党
後
に
至
る
ま
で
み
ら
れ
た

(

�)

。
社
説
・
論
説
の
数
は
減
少
し
た
が
、
そ
の

他
の
記
事
が
、
こ
れ
を
埋
め
合
わ
せ
る
形
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
新
た
な

｢

虚
無
党｣

像
が
示
さ
れ
る
一
方
で
、『

自
由
新
聞』

は
な
ぜ
こ
の
時
期
に
、
こ
れ
と
齟
齬
す
る
よ
う
な
従

来
の

｢

虚
無
党｣

言
説
を
繰
り
返
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
背
景
に
は
、
や
は
り
ま
ず
、
当
時
の

『

自
由
新
聞』

の
基
本
的
な
論
調
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
章
で
も
述
べ
た
よ
う

に
、
一
八
八
二
年
の
集
会
条
例
改
正
や
板
垣
洋
行
問
題
を
契
機
に『

自
由
新
聞』

紙
上
で
は
内
外
の
問
題
に
対
す
る
党
内
引
き
締
め
・

引
き
立
て
策
と
し
て

｢

創
業
ノ
政
党｣

論
が
展
開
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
う
し
た
論
調
は
一
八
八
三
年
以
降
も
続
い
て
い
た
。
な
ぜ
な
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ら
、
政
府
に
よ
る
言
論
弾
圧
の
強
化

(

四
月
新
聞
紙
条
例
の
改
正
、
六
月
出
版
条
例
改
正
な
ど)

、
偽
党
撲
滅
運
動
を
通
じ
た
改
進

党
と
の
軋
轢
、
松
方
デ
フ
レ
を
背
景
と
し
た
数
々
の
激
化
事
件
に
み
ら
れ
た
急
進
派
の
動
き
を
め
ぐ
り
、
自
由
党
の
動
揺
は
む
し
ろ

大
き
く
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
な
か

｢

創
業
ノ
政
党｣

論
は
、
官
民
調
和
論
な
ど
と
も
接
点
を
も
ち
な
が
ら
、
基
本

的
に
は
改
進
党
・
三
菱
批
判
に
即
し
て
展
開
し
て
い
く
。

例
え
ば
、
社
説

｢
明
治
十
六
年
ニ
期
ス
ル
ノ
辞｣

(

一
八
八
三
年
一
月
四
日)

は
、
新
年
冒
頭
か
ら
官
民
一
致
を
主
張
。｢

官
権
党

派｣

の
存
在
や
前
年
七
月
壬
午
事
変
以
来
の
清
国
と
の
関
係
を
ふ
ま
え
、｢

我
国
ハ
今
ヤ
創
業
更
始
ノ
運
ニ
方
リ
テ
内
外
ノ
難
ハ
且

夕
ニ
迫
ル
ノ
秋
ナ
リ
我
が
国
人
ハ
上
下
ハ
一
心
ト
ナ
リ
朝
野
ハ
一
体
ト
ナ
リ
テ
謀
ヲ
協
ヘ
力
ヲ
戮
メ
以
テ
之
ヲ
行
フ
モ
猶
ホ
或
ハ

其
ノ
不
可
ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
懼｣
れ
る
と
し
た

(

�)

。
こ
の
よ
う
に

｢

創
業
更
始｣

の
時
代
に
こ
そ
官
民
一
致
が
必
要
だ
と
さ
れ
る
一
方
、

こ
の
年
六
月
に
は
代
表
的
な

｢

創
業
ノ
政
党｣

論
が
登
場
す
る
。

そ
の
一
つ
、
植
木
枝
盛
の
新
富
座
に
お
け
る
演
説

｢

国
家
創
業
家
ノ
性
格
ヲ
論
ズ｣

(

一
八
八
三
年
六
月
一
五
・
一
六
日)

は
、

ま
ず
、
国
会
未
開
設
、
憲
法
は
制
定
さ
れ
ず
、｢
大
臣
責
任
ノ
制｣

｢

人
民
権
利
ノ
法｣

も
未
だ
立
た
な
い
今
日
は

｢

立
憲
政
体
ヨ
リ

之
レ
ヲ
云
フ
断
シ
テ
創
業
ノ
時
也｣

と
す
る

(

�)

。
に
も
か
か
わ
ら
ず

｢

国
人
幾
ン
ド
進
取
ノ
気
象
ニ
乏
シ
ク
勇
性
ノ
精
神
ニ
薄
ク
、
悉

ク
専
制
ノ
政
治
ニ
訓
致
シ
テ
懶
惰
倚
頼
惟
レ
事
ト
ス
ル
ノ
心
ヲ
養
ヒ
、
頗
ル
愛
国
ノ
情
ニ
虧
ゲ
忠
君
ノ
道
ニ
暗
キ
者
、
是
レ
一
般
ノ

通
観
也｣

。
だ
か
ら
こ
そ

｢

即
今
ノ
改
革
家
タ
ル
ハ
真
ノ
志
士
仁
人
ナ
ラ
ザ
ル
可
カ
ラ
ズ｣

、
ま
た

｢

固
ヨ
リ
国
家
ノ
財
政
ヲ
病
マ
シ

メ
四
海
ノ
兆
民
ヲ
苦
マ
シ
メ
テ
独
リ
私
積
ヲ
其
ノ
間
ニ
鉅
ニ
ス
ル
者
ノ
与
ル
ベ
キ
ニ
ア
ラ
ズ｣

。
こ
の
よ
う
に
、
立
憲
政
体
創
出
の

時
代
に
も
関
わ
ら
ず

｢

進
取
ノ
気
象
ニ
乏｣

し
く

｢

愛
国
ノ
情｣

を
欠
き

｢
忠
君
ノ
道｣

に
も
暗
い

｢

国
人

(

�)｣

を
指
導
・
啓
蒙
す
る

に
は

｢

真
ノ
志
士
仁
人｣

が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
国
全
体
が
窮
し
て
い
る
な
か

｢
私
積
ヲ
其
ノ
間
ニ
鉅
ニ
ス
ル
者｣

で
あ
っ
て
は
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な
ら
な
い
と
い
う
主
張
は
、
立
憲
政
体
樹
立
の
た
め
に
、
私
利
を
追
求
す
る
こ
と
な
く

｢

道
義｣

を
身
に
つ
け

｢

実
行｣

に
ふ
み
だ

す
｢

気
力｣

を
も
つ
べ
し
と
し
た
、
こ
れ
ま
で
の

｢

創
業
ノ
政
党｣

論
に
即
し
た
議
論
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
は

｢

私
積
ヲ
其

ノ
間
ニ
鉅
ニ
ス
ル
者｣

｢

忠
君
ノ
道｣

な
ど
、
三
菱
・
改
進
党
批
判
や
勤
王
論
を
暗
示
す
る
文
言
も
み
え
る
。
特
に
三
菱
・
改
進
党

批
判
は
、
一
八
八
二
年
九
月
か
ら
八
三
年
一
〇
月
頃
ま
で

『

自
由
新
聞』

で
大
々
的
に
展
開
さ
れ
て
お
り
、｢

創
業
ノ
政
党｣

論
は
、

立
憲
政
体
樹
立
や
人
民
の
幸
福
と
い
う
公
益
を
担
う
べ
き

｢

真｣

の
政
党
、｢

君
子｣

｢

改
革
家｣

と
し
て
の
自
由
党
と
、
三
菱
と
結

び
つ
き
私
利
を
追
求
す
る

｢

偽
党｣

｢

小
人｣

と
し
て
の
改
進
党
を
対
比
す
る
文
脈
の
中
で
、
語
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る

(

�)

。

そ
れ
で
は
、
そ
も
そ
も

｢
創
業
ノ
政
党｣

は
、
な
ぜ

｢

道
義｣

を
身
に
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、｢

朝

野
新
聞
記
者
ニ
答
フ｣

(

一
八
八
三
年
七
月
四
―
七
日)

が
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。｢

真
成
ニ
社
会
ノ
改
良
ヲ
謀
リ
立
憲
政

党
ヲ
立
テ
ン
ト
欲
ス
レ
バ
只
先
ヅ
自
ラ
天
下
ノ
公
ヲ
行
ヒ
天
下
ノ
正
ヲ
履
ミ
赤
心
君
ヲ
愛
シ
精
誠
国
ヲ
愛
シ
テ
以
テ
上
下
朝
野
ノ
間

ヲ
感
動
ス
ル
ニ
非
ラ
ザ
レ
バ
迚
モ
区
々
タ
ル
智
計
術
数
ニ
因
テ
以
テ
済
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
ニ
非
ラ
ズ｣

。
本
来

｢

国
ノ
因
テ
興
リ
而

シ
テ
盛
ン
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ハ
其
ノ
国
人
ノ
元
気
ノ
存
ス
ル
ニ
由
ル｣

の
で
あ
り
、
こ
の

｢

元
気
ナ
ル
者｣

は

｢

正
以
テ
之
ヲ
養

ヒ
義
以
テ
之
ヲ
操
ル
ニ
非
ラ
ザ
レ
バ
決
シ
テ
一
日
モ
存
在
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ニ
非
ラ
ズ｣

と
。
つ
ま
り
、
立
憲
政
体
と
い
う

｢

天

下
ノ
公｣

を
創
出
せ
ん
と
す
る

｢

改
革
家｣

｢

志
士
仁
人｣
が

｢

正｣

や

｢

義｣

に
即
し
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ

う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

｢

上
下
朝
野
ノ
間
ヲ
感
動｣

さ
せ
る
た
め
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
そ
、
国
家
の
担
い
手
た
る
人
々

を

｢

元
気
ナ
ル
者｣

と
し
て
養
成
し
、
立
憲
政
体
樹
立
へ
と
方
向
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
お
、
先
の
植
木
の

演
説
は
、
従
来
の

｢

創
業
ノ
政
党｣

論
を
さ
ら
に
具
体
化
し
、｢

改
革
家
タ
ル
ヲ
自
任
セ
ン
者｣

｢

志
士
仁
人｣

に
必
要
な
こ
と
と
し

て
、｢

進
取
ノ
気
象｣

の
ほ
か
、｢

必
ズ
ヤ
貧
民
ト
伍
ヲ
同
フ
ス
ル
ノ
志
ナ
カ
ル
ベ
カ
ラ
ズ｣

、｢

貧
苦
ヲ
常
ト
シ
艱
難
ヲ
友
ト
ス
ル
ノ
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操
ナ
カ
ル
ベ
カ
ラ
ズ｣

、｢

食�

キ
ヲ
沙
ヲ
嚼
ム
ノ
節
ナ
カ
ル
ベ
カ
ラ
ズ｣

と
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
、
広
く
人
々
を

｢

感
動｣

さ
せ
、

｢
元
気
ナ
ル
者｣

と
し
て
養
成
し
て
い
く
た
め
の
運
動
論
で
も
あ
る
。｢

改
革
家｣

は

｢

志
士
仁
人｣

と
し
て
、
自
ら

｢

貧
民｣

と

｢

貧
苦｣
を
共
に
し
、｢

正｣
｢

義｣

に
基
づ
く
実
践
を
自
ら
行
っ
て
み
せ
る
こ
と
で
、
上
下
を
問
わ
ぬ
広
範
な
人
々
と

｢

伍
ヲ
同
フ｣

し
て
、
立
憲
政
体
を
樹
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た

｢
創
業
の
政
党｣

論
は
翌
年
も
紙
上
に
掲
載
さ
れ
、｢

自
由
主
義｣

は

｢

人
生
ノ
大
議

(

マ
マ)

ニ
シ
テ
天
地
ノ
公
道
タ
リ｣

、

｢

人
ニ
シ
テ
斯
大
義
ニ
拠
リ
斯
公
道
ヲ
履
ム
ニ
於
テ
ハ
固
ヨ
リ
身
命
財
産
ヲ
モ
顧
ミ
ザ
ル
所
ニ
シ
テ
区
々
小
節
ニ
拘
リ
私
事
ヲ
問
フ

ニ
遑
ア
ラ
ザ
ル
也｣

｢

今
ヤ
我
党
創
業
ノ
難
ニ
当
リ
実
ニ
其
ノ
任
重
ク
シ
テ
道
遠
キ
ヲ
知
ル｣

と
い
っ
た
主
張
が
展
開
さ
れ
た

(

�)

。
そ

も
そ
も

｢

志
士
仁
人｣

に
つ
い
て
は

『

論
語』

に

｢

子
曰
志
士
仁
人
ハ

無
シ

二

求
テ

レ

生
ヲ

以
テ

害
ス
ル
コ
ト

一レ

仁
ヲ

、
有
リ

二

殺
シ
テ

レ

身
ヲ

以
テ

成
ス
コ
ト

一レ

仁
ヲ｣ (

�)

と
あ
る
よ
う
に
、
身
を
殺
し
て
も
｢

仁｣

を
為
す
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、｢

身
命
財
産
ヲ
モ
顧
ミ
ザ
ル｣

こ
と

を
求
め
ら
れ
る
の
も
当
然
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
な

｢

創
業
の
政
党｣
論
が
、
従
来
の

｢

虚
無
党｣

言
説
と
同
じ
文
脈
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

『

自
由
新
聞』

が
勤
王
・
官
民
調
和
論
に
制
約
さ
れ
つ
つ
、
一
八
八
三
年
以
降
も
従
来
の
よ
う
に
、｢

理｣

・
道
義
を
掲
げ

｢

身
ヲ
殺

ロ
シ
テ｣

も

｢

改
正
ノ
志｣

を
貫
く

｢

義
士
烈
女｣

と
し
て

｢
虚
無
党｣

を
語
り
、
そ
し
て
、
こ
の
姿
に
感
動
や
共
感
を
示
し
た
の

は
、
こ
の
時
期
の

｢

虚
無
党｣

言
説
が
、｢

創
業
ノ
政
党｣

論
の
一
環
と
し
て
な
さ
れ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

以
上
の
よ
う
に
本
稿
で
は
、『

自
由
新
聞』

で
ロ
シ
ア
・
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
、｢
虚
無
党｣

が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
た
の
か
、
ま
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た
そ
れ
が
同
時
期

『

自
由
新
聞』

の
基
本
的
な
論
調
、
ひ
い
て
は
自
由
党
の
党
内
・
党
外
戦
略
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
、

明
ら
か
に
し
て
き
た
。

｢
魯
国
革
命
党｣

に
は
じ
ま
る
一
八
八
二
年
段
階
の

｢

虚
無
党｣

言
説
で
は
二
つ
の
見
方

す
な
わ
ち
人
民
の
急
進
化
・
激
化

の
原
因
は
、
平
和
的
手
段
を
追
求
し
て
き
た

｢

虚
無
党｣

で
は
な
く
、
立
憲
政
体
樹
立
に
向
か
う
民
意
と
い
う

｢

自
然｣

に
逆
ら
い

｢

私
利
私
欲｣

に
固
執
す
る
専
制
政
治
に
こ
そ
あ
る
と
す
る
見
方
と
、
身
分
・
富
を
捨
て
て
下
層
社
会
で
啓
蒙
・
教
育
に
従
事
し
、

あ
る
時
に
は
命
を
か
け
て
要
人
暗
殺
に
ま
で
ふ
み
こ
む

｢

虚
無
党｣

の
姿
勢
、
自
己
犠
牲
に
対
す
る
共
感

が
示
さ
れ
た
。
ま
た

｢

虚
無
党｣

言
説
は
、
集
会
条
例
の
改
正
や
板
垣
外
遊
を
め
ぐ
る
党
内
対
立
、
他
党
か
ら
の
批
判
、
物
理
的
な
攻
撃
に
対
す
る
党
内

引
き
締
め
策
と
し
て
紙
上
で
展
開
さ
れ
て
い
た

｢

創
業
の
政
党｣

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
多
く
の
共
通
点
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
中
に
位

置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。｢

虚
無
党｣

論
が
国
内
政
策
論
の
中
で
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、『

自
由
新
聞』

の

｢

虚
無
党｣

言
説
は
、｢

虚
無
党｣

に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
ロ
シ
ア
政
府
や

｢

虚
無
党｣

に
仮
託

し
て
、
日
本
政
府
批
判
を
語
る
た
め
の
も
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た

｢

語
り｣

を
通
じ
て
、
激
化
を
抑
止
す
る
も
の
と
し
て

の
自
由
党
、
一
身
・｢

私｣

を
犠
牲
に
し
て
、｢

下
等
賎
民｣

と
と
も
に
日
本
で
立
憲
政
体
樹
立
の
行
動
へ
と
ふ
み
だ
す

｢

気
力｣

を

も
っ
た
、｢

創
業
ノ
政
党｣

と
し
て
の
自
由
党
像
が
暗
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し

｢

虚
無
党｣

を
め
ぐ
る
こ
う
し
た

｢

語
り｣

は
、
一
八
八
三
年
以
降
、
福
島
・
喜
多
方
事
件
を
は
じ
め
と
す
る
激
化
事
件

か
ら
党
を
擁
護
し
、
急
進
派
を
け
ん
制
す
る
た
め
に
勤
王
・
官
民
調
和
論
が
紙
上
で
展
開
さ
れ
る
と
、
こ
れ
ら
と
接
点
を
も
っ
て
い

く
こ
と
に
な
る
。
立
憲
政
体
樹
立
の
根
拠
を
民
意
で
な
く
天
皇
の
意
思
に
お
く
勤
王
論
、
立
憲
政
体
樹
立
の
停
滞
や

｢

罪
人｣

続
出

(

激
化)

の
原
因
が
政
府
だ
け
で
な
く
自
由
党
に
も
あ
る
と
し
た
官
民
調
和
論
の
も
と
で
は
、
民
意
を
掲
げ
て
皇
帝
暗
殺
を
も
辞
さ
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な
い

｢

虚
無
党｣

の
正
当
性
は
ゆ
ら
い
で
い
く
。
そ
の
な
か
で

｢

虚
無
党｣

論
は
、
勤
王
論
に
基
づ
く
有
司
専
制
批
判
や
虚
無
党
の

戦
略

(

皇
帝
暗
殺)

批
判
へ
と
転
化
。
ま
た
政
府
と
自
由
党
が
同
じ

｢

改
正
家｣

と
さ
れ
る
一
方
、
ロ
シ
ア
と
日
本
、｢

虚
無
党｣

と
自
由
党
を
同
列
に
み
な
す
こ
と
は
回
避
さ
れ
、｢

虚
無
党｣

は
む
し
ろ
、
皇
帝
暗
殺
を
志
向
す
る
恐
る
べ
き
党
派
、｢

破
壊
主
義
ヲ

奉
ズ
ル
所
ノ
激
変
党｣

と
し
て
、
加
波
山
事
件
や

｢

借
金
党｣

と
並
び
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
言
論
弾
圧
・
偽
党
撲
滅
運
動
、
激
化
事
件
の
頻
発
は
、
身
を
殺
し
て
仁
を
成
す
ま
で
の｢

創
業
の
政
党｣

論
を
も
た
ら
し
、
そ
の
な
か
で
一
八
八
二
年
段
階
の
、
モ
デ
ル
と
し
て
の

｢

虚
無
党｣

言
説
は
、
八
三
年
以
降
も
引
き
継
が
れ
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
急
進
派
の
動
向
に
伴
う
勤
王
・
官
民
調
和
の
強
化
に
よ
っ
て

｢

虚
無
党｣

言
説
は
否
定
的
な
も
の
へ
と

変
化
し
て
い
く
も
の
の
、
結
局
、｢
虚
無
党｣

に
対
す
る
共
感
は
、
自
由
党
解
党
後
ま
で
一
貫
し
て

『

自
由
新
聞』

紙
上
に
見
ら
れ

た
の
で
あ
る
。

そ
し
て

｢

虚
無
党｣

言
説
が
、『

自
由
新
聞』

の
論
調
や
自
由
党
の
運
動
戦
略
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
立

憲
政
体
樹
立
の
た
め
に
は
身
命
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
も
厭
わ
な
い

｢

虚
無
党｣

の
姿
勢
が
自
由
党
の
機
関
紙
で
一
貫
し
て
賞
揚
さ
れ

た
事
実
は
、
逆
に
、
自
由
党
中
央
が
最
後
の
最
後
ま
で
党
内
急
進
派
の
心
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
む
し
ろ
そ

の
行
動
に
一
定
の
正
当
性
と
行
動
モ
デ
ル
を
与
え
た
続
け
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

と
い
う
の
も
、『

自
由
新
聞』

で
一
貫
し
て
語
ら
れ
た｢

虚
無
党｣
言
説
は
、
ま
さ
に
激
化
事
件
の
参
加
者
が
警
察
・
法
廷
で
語
っ

た
動
機
に
通
ず
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

檄
文
の
秘
密
出
版
と
挙
兵
を
計
画
し
て
発
覚
し
た
飯
田
事
件

(

一
八
八
四
年
一
二
月)

の
首
謀
者
・
村
松
愛
蔵
は
、
長
野
重
罪
裁

判
所
の
公
判
で
、｢

初
ハ
温
和
主
義
ヲ
以
テ
其
目
的
ヲ
達
セ
ン
ト
シ
タ
ル
モ
未
タ
其
志
ヲ
達
ス
ル
ヲ
得
ス｣

、
秘
密
出
版
・
挙
兵
な
ど
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の
計
画
に
踏
み
切
っ
た
理
由
を
聞
か
れ
、
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。｢

元
来
政
府
ナ
ル
者
ハ
何
故
ニ
立
ル
ヲ
必
要
ト
ス
ル
カ
ト
云

ハ
ヽ
人
民
ニ
於
テ
尤
モ
貴
フ
所
ノ
姓

(

マ
マ)

命
、
自
由
、
財
産
ノ
三
者
ヲ
保
護
セ
ラ
レ
ン
ト
希
望
ス
ル
ニ
ア
ル
ナ
リ
…

(

中
略)

然
ル
ヲ

如
何
ナ
ル
次
第
ニ
テ
政
府
ハ
却
ツ
テ
人
民
ノ
自
由
ヲ
束
縛
シ
財
産
ヲ
浪
費
シ
剰
ヘ
姓

(

マ
マ)

命
ヲ
マ
テ
挙
ケ
テ
蹂
躙
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
至
ル

是
レ
政
府
ヲ
改
良
ス
ル
ノ
時
機
到
来
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
テ
斯
ヽ
ル
場
合
ニ
ハ
法
律
ハ
法
律
ニ
ア
ラ
ス
政
府
ハ
政
府
ニ
ア
ラ
サ
ル
ナ
リ

然
レ
ハ
則
チ
自
分
等
何
ノ
罪
カ
之
レ
ア
ラ
ン
決
シ
テ
罪
ト
ナ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
サ
ル
ナ
リ
…

(

中
略)

止
ム
ヲ
得
サ
ル
ノ
場
合

ニ
至
ラ
ハ
起
テ
政
府
ヲ
斃
サ
ン
ト
ス
ル
ハ
独
リ
自
分
等
ノ
ミ
ナ
ラ
ス｣

、｢

其
罪
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
問
ハ
ヽ
取
リ
モ
直
サ
ス
専
制
官
吏
カ
国

家
ヲ
害
ス
ル
コ
ト
ヲ
云
フ
モ
ノ
ナ
ル
ベ
シ｣

。
ま
た
法
廷
で
被
告
の
訊
問
調
書
が
朗
読
さ
れ
た
際
、｢

我
々
ハ
先
ツ
起
テ
天
下
ノ
表
ト

ナ
リ
身
ヲ
犠
牲
ニ
供
シ
テ
革
命
ノ
気
運
ヲ
喚
起
セ
ハ
我
々
分
既
ニ
足
ル
ニ
非
ス
ヤ｣

と
の
一
節
に
さ
し
か
か
る
と
、
場
内
に
は

｢

ヒ

ヤ
ヽ
ヽ｣

と
言
う
者
が
あ
っ
た
と
い
う

(
�)
。
も
と
よ
り
、
村
松
が
専
制
政
治
に
対
す
る
問
題
意
識
を
強
め
た
き
っ
か
け
は
、
東
京
外
国

語
学
校
で
の
ロ
シ
ア
学
の
履
修
で
あ
り
、
激
文
の
秘
密
出
版
は

｢

露
国
ノ
虚
無
党
日
耳
曼
ノ
社
会
党｣

か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
と
い
う

(

�)

。

こ
の
よ
う
に
、
激
化
事
件
の
論
理
と

｢

虚
無
党｣
言
説
は
、
密
接
な
関
わ
り
を
も
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の

｢

激
化
の
思
想｣

と

｢

虚
無
党｣

言
説
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

註

(

�)

ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
と
は
、
狭
義
に
は
、
一
八
七
六
年
に
結
成
さ
れ
た
革
命
結
社

｢

土
地
と
自
由｣

の
メ
ン
バ
ー
が
自
ら
の
立
場

｢

民
衆

の
中
へ｣

を
表
し
た
言
葉
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
傾
倒
以
前
、
一
八
六
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
ロ
シ
ア
の
社
会
改

革
運
動

(

テ
ロ
リ
ズ
ム
の
容
認
を
含
む)

や
思
想
、
そ
の
担
い
手
を
指
す
語
句
と
し
て
用
い
る
。

(

�)
n

ih
ilist

と
い
う
語
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
か
ら
思
想
的
影
響
を
受
け
て
い
た
ロ
シ
ア
の
作
家
・
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
が
、『

父
と
子』
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(

一
八
六
二
年

『

ロ
シ
ア
報
知』

英
語
版
に
発
表)

の
主
人
公
で
、
神
や
既
成
の
権
威
に
否
定
的
な
バ
ザ
ー
ロ
フ
を
そ
う
呼
ん
だ
こ
と
か

ら
広
が
り
、
や
が
て
同
時
代
の
ロ
シ
ア
で
反
体
制
運
動
を
担
う
人
々
を
指
す
蔑
称
と
な
る
。
ま
た
英
語
経
由
で
日
本
に
伝
わ
る
と

｢

虚
無

党｣
と
訳
さ
れ
、
民
権
派
の
間
で
は
、
特
に
ロ
シ
ア
・
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
を
指
す
言
葉
と
し
て
通
用
し
た

(『

世
界
文
学
大
事
典』

第
五
巻
、

集
英
社
・
一
九
九
七
年
、
五
九
五－

五
九
六
頁
な
ど)

。

(

�)

民
権
派
の

｢

社
会
党｣

｢

虚
無
党｣

認
識
に
関
す
る
論
考
に
は
、
分
析
対
象
を
民
権
派
の
新
聞
・
雑
誌
の
論
説
と
す
る
も
の
と
、
こ

れ
ら
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
政
治
小
説
を
対
象
と
す
る
も
の
に
分
か
れ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
以
下
本
文
で
紹
介
す
る
も
の
以
外
に
、
加

田
哲
二

『

明
治
初
期
社
会
思
想
の
研
究』

(

春
秋
社
・
一
九
三
三
年)

、
林
茂

｢

自
由
民
権
論
の
社
会
的
限
界
―
そ
の
社
会
党
論
に
関
す
る

一
考
察｣

(『

国
家
学
会
雑
誌』

五
三
巻
八
号
・
一
九
三
九
年
八
月
、
の
ち
に
明
治
史
料
研
究
連
絡
会
編

『

自
由
民
権
運
動』

御
茶
の
水
書

房
・
一
九
五
六
年
に
収
録)
、
長
江
弘
晃

｢

明
治
十
二
年
に
お
け
る
社
会
主
義
論
争
を
め
ぐ
っ
て｣

(『

日
本
大
学
精
神
文
化
研
究
所
・
教

育
制
度
研
究
所
紀
要』

第
八
集
・
一
九
七
七
年)

、
同

｢

明
治
十
二
年
に
お
け
る
社
会
主
義
批
判
―
財
産
共
有
論
を
め
ぐ
っ
て｣

(

前
同
第

九
集
・
一
九
七
八
年)

が
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、『

政
治
小
説
研
究

上』
(

春
秋
社
・
一
九
六
七
年)

を
は
じ
め
と
す
る
柳
田
泉
の

論
稿
が
、
民
権
期
の
政
治
小
説
全
般
の
歴
史
的
背
景
や
系
譜
を
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
越
智
治
雄｢

地
底
の
夢
柳
―
虚
無
党
の
イ
メ
ー
ジ｣

(

同

『

近
代
文
学
成
立
期
の
研
究』

岩
波
書
店
・
一
九
八
四
年)

、
飛
鳥
井
雅
道

｢

宮
崎
夢
柳
の
幻
想
―
政
治
小
説
と＜

近
代＞

文
学
・
再

論｣
(

同
編

『

国
民
文
化
の
形
成』

筑
摩
書
房
・
一
九
八
四
年)

の
ほ
か
、『

宮
崎
夢
柳
論』

(

マ
ナ
ハ
ウ
ス
・
二
〇
〇
四
年)

、『

政
治
小

説
の
形
成
―
始
ま
り
の
近
代
と
そ
の
表
現
思
想』

(
世
織
書
房
・
二
〇
一
〇
年)

な
ど
西
田
谷
洋
の
一
連
の
政
治
小
説
分
析
、
�
島
亘

｢

ロ
シ
ア
虚
無
党
文
学
の
系
譜
―
宮
崎
夢
柳

『

虚
無
党
実
伝
記
鬼
啾
啾』

へ
の
道
程｣

(『

文
学
史
を
読
み
か
え
る
・
論
集』

二
号
・
二
〇

一
四
年
八
月)

な
ど
の

｢

虚
無
党｣

小
説
研
究
は
、
民
権
期
政
治
小
説
の
位
置
づ
け
や
読
み
方
、
事
実
と
報
道
・
物
語
の
関
係
に
つ
い
て

示
唆
的
だ
が
、
�
島
の
論
稿
以
外
、
そ
の
重
点
は
文
学
作
品
と
し
て
の
分
析
に
あ
る
。

他
方
、
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
の
運
動
と
民
権
派
・
激
化
事
件
参
加
者
の
言
動
の
関
係
に
言
及
し
た
論
考
と
し
て
は
、
田
坂
昂

｢

ナ
ロ
ー
ド
ニ

キ
と
明
治
日
本
―

『

三
月
一
日』

ツ
ァ
リ
ー
暗
殺
と
加
波
山
事
件｣

(『

現
代
の
眼』

一
六
巻
五
号
・
一
九
七
五
年
五
月)

、
和
田
春
樹

｢

自
由
民
権
運
動
と
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ｣

(『

歴
史
公
論』

通
巻
第
二
号
・
一
九
七
六
年
一
月)

、
渡
辺
雅
司

｢

ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
と
日
本

(

二)
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―
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
の
東
洋
文
明
観
に
お
け
る
日
本
の
位
置｣

(

日
本
ロ
シ
ヤ
文
学
会

『

ロ
シ
ヤ
語
ロ
シ
ヤ
文
学
研
究』

一
二
号
・
一
九
八

〇
年
一
〇
月)

・｢

ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
と
自
由
民
権
運
動｣

(

社
会
思
想
史
学
会
年
報

『

社
会
思
想
史
研
究』

五
号
・
一
九
八
一
年
九
月)

・

｢
東
京
外
国
語
学
校
魯
語
科
と
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
精
神
―
小
島
倉
太
郎
の
講
義
録
を
も
と
に｣

(『

ロ
シ
ヤ
語
ロ
シ
ヤ
文
学
研
究』

一
五
号
・

一
九
八
三
年
九
月)

な
ど
が
あ
る
。
和
田
の
論
稿
は
新
聞
の
論
説
に
も
一
定
ふ
れ
た
論
考
で
あ
り
、
渡
辺
は
、
東
京
外
国
語
学
校
で
の
ロ

シ
ア
語
講
義
な
ど
を
通
じ
た
、
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
の
教
師
と
飯
田
事
件
の
首
謀
者
・
村
松
愛
蔵
を
含
む
日
本
学
生
と
の
接
点
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
。

(

�)

京
都
大
学
経
済
資
料
協
議
会

『

経
済
資
料
研
究』

七
・
八
・
一
〇
号

(

一
九
七
四
年
五
・
一
一
月
、
一
九
七
六
年
三
月)

。

(

�)

名
古
屋
大
学
経
済
学
会

『

経
済
科
学』

三
四
巻
四
号

(

一
九
八
七
年
三
月)

。
芝
原
は

｢

対
外
観
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム｣

(

芝
原
拓
自

ほ
か
編

『

対
外
観』

岩
波
書
店
・
一
九
八
八
年)

で
も
、
同
様
の
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

(

�)

な
お
芝
原

｢

民
権
派
の
社
会
党
・
虚
無
党
論｣

は
、『

朝
野
新
聞』

に
掲
載
さ
れ
た
画
期
的
な

｢

社
会
党｣

論
、
城
多
虎
雄

｢

論
二

欧

州
社
会
党
一｣

(

一
八
八
二
年
六
月
二
三
・
二
四
・
二
七
日
、
七
月
一
・
六
・
一
一
・
一
五
・
一
六
・
二
三
・
二
六
日
、
八
月
二
日)

に
つ

い
て
高
く
評
価
し
た
う
え
で
、
こ
れ
ま
で

｢
こ
の
大
論
説
へ
の
関
説
と
そ
の
位
置
付
け
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
理
解
に
苦

し
む
と
こ
ろ
で
あ
る｣

と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の

｢

論
二

欧
州
社
会
党
一｣

は
既
に
、
佐
々
木

｢

日
本
の
初
期
社
会
主
義

(

一)｣

に

よ
っ
て
詳
細
に
紹
介
さ
れ
、
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

(

�)

一
八
八
二
年
五
月
長
崎
県
島
原
で
樽
井
藤
吉
ら
が
結
成
し
た
政
党
。｢

道
徳｣

に
重
き
を
お
き
、｢

親
愛｣

｢

自
他
平
等｣

｢

社
会
公
衆

の
最
大
福
利｣
｢

旧
来
の
弊
習
を
矯
正
し
貧
富
の
世
襲
を
破
壊
す
る｣

こ
と
を
掲
げ
て

｢

奉
ず
る
所
の
君
主
は
一
の
道
義
の
み｣

な
ど
と

し
た
。
六
月
に
結
社
禁
止
を
命
ぜ
ら
れ
た
が
、
少
な
く
と
も
翌
年
一
月
ま
で
活
動
を
続
け
た

(『

自
由
新
聞』

一
八
八
二
年
七
月
六
日
、

八
月
三
・
四
日
、
田
中
惣
五
郎

『

東
洋
社
会
党
考』

一
元
社
・
一
九
三
〇
年)

。

(

�)

松
尾
章
一
編

『

自
由
燈
の
研
究
―
帝
国
議
会
開
設
前
夜
の
民
権
派
新
聞』

(

日
本
経
済
評
論
社
・
一
九
九
一
年)

。

(

�)

ユ
ニ
テ
・
一
九
九
二
年
、
一
一
一
―
一
一
五
・
一
二
六
―
一
三
四
・
二
三
一
―
二
三
二
頁
。

(

�)
『

日
本
史
広
辞
典』

(

山
川
出
版
社
・
一
九
九
七
年)

、
一
一
九
七
頁
。
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(

�)

本
稿
で
は
、『

復
刻
自
由
新
聞』

第
一
〜
五
巻

(

三
一
書
房
・
一
九
七
二
年)

を
用
い
、
未
復
刻
分
は
町
田
市
立
自
由
民
権
資
料
館

所
蔵
コ
ピ
ー
で
補
っ
た
。『

自
由
新
聞』

の
発
行
期
間
に
つ
い
て
は
、
同
第
五
巻
所
収
の
林
茂

｢

解
題｣

を
参
照
。
な
お

『

自
由
新
聞』

な
ど
史
料
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
基
本
的
に
異
体
字
・
旧
漢
字
を
現
代
仮
名
遣
い
・
新
漢
字
に
直
し
た
。

(

�)
以
下
、
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
運
動
に
関
す
る
叙
述
に
つ
い
て
は
、
和
田
春
樹

『

ロ
シ
ア
史』

(

山
川
出
版
社
・
二
〇
〇
二
年)

二
二
〇
―

二
四
六
頁
な
ど
を
参
照
し
た
。

(

�)
『

自
由
新
聞』

一
八
八
二
年
七
月
四
―
九
・
一
一
―
一
五
日
。
以
下
、『

自
由
新
聞』

記
事
に
つ
い
て
は
、
日
付
の
み
記
載
す
る
。

(

�)

安
東
久
治
郎
編

『

露
国
虚
無
党
之
由
来』

(

一
八
八
二
年
九
月
・
東
雲
館)

は
、
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
同
論
文
を
抄
録
し
た

『

ぺ
ル
メ

ル
新
聞』

P
all

M
all

G
aze

tte

の
記
事
を
翻
訳
し
た
も
の
だ
が

(

前
掲
の
�
島
亘

｢

ロ
シ
ア
虚
無
党
文
学
の
系
譜｣

一
一
五
頁)

、
こ
こ

でF
o

rtn
ig

h
tly

R
e

v
ie

w
は

『
隔
週
雑
誌』

と
訳
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
も
こ
れ
を
踏
襲
し
た
。

(

�)

西
河
通
徹
は
宇
和
島
出
身
の
新
聞
記
者
・
民
権
家
で
あ
る(

宮
武
外
骨
・
西
田
長
寿『

明
治
新
聞
雑
誌
関
係
者
略
伝』

み
す
ず
書
房
・

一
九
八
五
年
、
一
八
〇
―
一
八
一
頁)
。
西
河
通
徹

『

鬼
城
自
叙
伝』

(

一
九
一
九
年
執
筆
で
一
九
三
一
年
西
川
謙
吉
が
刊
行
、
一
九
九
三

年
・
大
空
社
が
復
刻)

に
よ
れ
ば
、
西
河
は
馬
場
辰
猪
の
命
に
よ
り
こ
の
翻
訳
を
行
い
、
連
載
は

｢

時
機
に
投
じ
て
、
頗
る
好
評
を
博｣

し
た
と
い
う

(

復
刻
版
三
八
頁)

。

(

�)

原
文
は
、T

h
e

F
ortn

igh
tly

R
eview

.
N

ew
S

eries,
V

o
l.

3
1
,

L
o

n
d

o
n
:

C
h

ap
m

an
an

d
H

all,

所
収
の
も
の
を
参
照
し
た
。

(

	)

一
八
八
二
年
七
月
七
日
。

(


)

一
八
八
二
年
七
月
九
日
。

(

�)

従
来
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
よ
う
に

(｢
は
じ
め
に｣

参
照)

、
こ
う
し
た
見
方
は
、
す
で
に
一
八
七
八
年
以
降
の

｢

社
会
党｣

｢

虚
無
党｣

認
識
に
お
い
て
、
継
続
し
て
み
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

(

�)
｢

過
激
ノ
政
党
ハ
専
制
政
体
ノ
下
ニ
生
ズ｣

も
、｢

虚
無
党
モ
最
始
ニ
於
テ
ハ｣

、
立
憲
政
体
、
普
通
選
挙
に
よ
る
国
会
、
地
方
自
治

や

｢

理
財
法
ノ
改
革｣

な
ど
の
主
義
を
も
ち
、｢

之
レ
ヲ
実
行
ス
ル
ニ
ハ
平
和
穏
当
ノ
手
段
ヲ
以
テ
セ
ン
コ
ト
ヲ
期
ス
ル
一
個
ノ
改
進
党｣

で
あ
り

｢

今
日
ノ
我
カ
国
ノ
自
由
改
進
家
ノ
保
有
ス
ル
目
的
手
段
ト
殆
ン
ド
相
去
ル
太
ダ
遠
カ
ラ
ザ
リ
シ
ナ
リ｣

と
し
て
い
る
。
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(

�)
｢

無
題

(

板
垣
退
助
席
上
演
説
稿)｣

(

一
八
八
二
年
八
月
二
〇
日)

も
、｢

吾
党｣

は

｢

夙
ニ
世
運
ノ
変
遷
ニ
鑑
ミ
公
議
ノ
政
ヲ
布
キ

政
党
ノ
制
ヲ
立
テ
而
シ
テ
君
ヲ
泰
山
ノ
安
キ
ニ
置
キ
国
ヲ
文
明
ノ
治
ニ
進
メ
忠
君
愛
国
ノ
実
ヲ
挙
ゲ
以
テ
革
命
反
乱
ノ
禍
ヲ
防
ン
ト
欲
ス

ル
者｣

と
し
、
類
似
の
政
党
観
を
示
し
て
い
る
。

(

�)
前
掲
の
松
岡
僖
一

『｢

自
由
新
聞｣

を
読
む』

は
、
こ
の
時
期
の
社
説
を
検
討
し
た
結
果
、
当
時
の

『

自
由
新
聞』

の
論
調
に
つ
い

て
、｢
圧
制→

『

人
民
ハ
已
ム
ヲ
得
ズ
腕
力
手
段
ニ
訴』

え
る
と
い
う
図
式｣

は

｢

自
由
民
権
運
動
の
全
期
間
を
と
お
し
て
み
ら
れ
る
図

式｣

だ
が

｢『
自
由
新
聞』

紙
上
、
こ
の
時
期
ほ
ど
こ
の
図
式
が
強
調
さ
れ
た
こ
と
は
な
い｣

と
し
て
い
る

(

三
二
―
三
三
頁)

。

(

�)

松
岡

『｢

自
由
新
聞｣

を
読
む』

三
三
頁
。

(

�)
『

自
由
党
史』
中
巻

(

岩
波
文
庫
・
一
九
五
八
年)

一
一
五
―
一
一
九
頁
。
ま
た
帝
政
党
の
福
地
源
一
郎
は
、
一
八
八
二
年
三
月
二

一
日
新
富
座
で
の
演
説

｢
政
党
ノ
区
別
ヲ
論
ズ｣

で
、
改
進
党
・
大
隈
重
信
の
言
と
し
て

｢

政
府
ト
言
ヘ
バ
善
悪
ヲ
弁
ヘ
ズ
郡
吏
巡
査
モ

攻
撃
セ
ン
ト
欲
シ
民
権
ト
云
ヘ
バ
政
府
ニ
抗
ス
レ
バ
得
ラ
ル
ベ
キ
者
ト
思
ヘ
リ
其
最
モ
甚
シ
キ
者
ハ
自
由
党
ノ
類
ナ
リ
斯
ノ
如
ニ
シ
テ

放
棄
シ
置
カ
バ
果
シ
テ
社
会
ヲ
破
壊
ス
ル
ニ
至
ラ
ン｣

を
紹
介
、｢

自
由
党
ノ
末
流
ヲ
汲
ム
輩
ニ
ハ
実
ニ
君
ノ
申
サ
レ
タ
ル
ガ
如
キ
過
激

ノ
弊
ア
リ
ト
雖
ト
モ
其
過
激
ハ
自
由
党
ノ
本
志
ニ
ア
ラ
ズ｣

と
評
し
て
い
る

(『

東
京
日
日
新
聞』

一
八
八
二
年
三
月
二
三
・
二
四
日)

。

(

�)

一
八
八
二
年
六
月
二
五
日
付
創
刊
号

｢
自
由
新
聞
発
行
ノ
旨
意｣

は
、｢

二
千
年
来
人
民
卑
屈
ノ
沈
痾
ヲ
抜
去
リ
テ
以
テ
活
発
自
由

ノ
域
ニ
躋
ラ
シ
メ
ン
ト
欲
ス
ル
ト
キ
ハ
其
レ
将
タ
何
ノ
術
有
哉
道
挙
テ
講
究
シ
言
論
ヲ
亢
張
シ
テ
之
レ
ガ
智
見
□
開
拓
ス
ル
ヨ
リ
急
ナ

ル
ハ
莫
シ｣

｢

志
士
仁
人
タ
ル
者
身
ヲ
奮
ヒ
節
ヲ
�
ン
テ
国
家
ノ
為
ニ
計
画
ス
ル
有
ラ
ン
□
欲
ス
ル
ト
キ
ハ
宜
ク
先
ツ
理
論
ヲ
亢
張
シ
テ

以
テ
人
民
ノ
智
見
ヲ
開
拓
ス
可
シ
夫
レ
然
後
文
芸
ノ
美
功
業
ノ
富
得
テ
興
ス
可
キ
ナ
リ｣

と
し
て
い
た
。

(

�)

こ
の
ほ
か

｢

政
党
ノ
論｣

(

一
八
八
二
年
七
月
一
一
日)
が
、｢

吾
等
ノ
深
ク
疾
悪
ス
ル
所
ハ
帝
政
党
ニ
非
ズ
共
和
党
ニ
非
ズ
漸
進
党

ニ
非
ズ
急
進
党
ニ
非
ズ
其
他
社
会
党
ナ
リ
虚
無
党
ナ
リ
皆
必
ズ
シ
モ
疾
悪
ス
ル
所
に
非
ズ
吾
等
ノ
尤
モ
疾
悪
ス
ル
所
ノ
者
ハ
題
号
ヲ
此

数
目
ニ
仮
リ
テ
以
テ
己
レ
ノ
私
欲
ヲ
逞
ク
ス
ル
コ
ト
ヲ
求
ム
ル
者
ヨ
リ
甚
キ
ハ
無
シ｣

と
し
て
い
る
。

(

	)

な
お
同
様
の
英
国
評
価
と
し
て
は
、｢

英
仏
革
命
論｣

(

一
八
八
二
年
九
月
二
八
日
、
一
〇
月
六
・
七
・
一
〇
―
一
二
・
一
四
・
一
五
・

一
八
・
一
九
・
二
二
日)

が
あ
る
。
こ
の
社
説
で
は
、
仏
国
人
民
が
急
進
で
英
国
人
民
は
漸
進
の
傾
向
が
あ
る
と
い
う
の
は
間
違
い
で
あ
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り
、
英
で
は
仏
ほ
ど
の
社
会
的
事
情
が
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
を
殺
し
ジ
ェ
ー
ム
ス
二
世
を
廃
し
た
、
英
国
の

｢

革
命｣

を
穏
健
と
し
て
、
今
そ
れ
に
倣
わ
ん
と
す
る
よ
う
で
は
専
制
を
長
久
せ
し
め
る
だ
け
で
、｢

欧
州
革
命
党
ガ
毅
魂
英
魂
ハ
豈
ニ
能

ク
地
下
ニ
瞑
セ
ン
ヤ｣

と
論
じ
て
い
る
。

(

�)
な
お
山
本
に
は

｢

政
治
改
革
ノ
際
人
民
ノ
注
意
ス
可
キ
要
点
ヲ
論
ズ｣

(

一
八
八
二
年
一
〇
月
八
・
一
〇
日)

、｢

政
事
家
ノ
徳
義
ヲ

論
ズ｣

(
同
年
一
一
月
二
・
三
・
五
日)

も
あ
り
、
こ
れ
ら
の
論
説
で
は
、｢

誰
カ
云
フ
下
等
賎
民
豈
能
ク
何
事
ヲ
カ
為
シ
エ
ン
ト｣

に
対

し
て
、
専
制
を
生
み
出
す
責
任
は
人
民
に
も
あ
る
こ
と
、
一
方
、
天
下
の
事
業
に
取
り
組
む
政
治
家
に
も
社
会
の
幸
福
を
増
進
せ
ん
と
国

事
に
従
事
す
る

｢
義
気｣

｢

節
義｣

が
必
要
だ
と
し
た
。

こ
の
ほ
か
下
層
社
会
の
問
題
に
ふ
れ
た
論
説
に
つ
い
て
は
、
註(

�)

を
参
照
。
ま
た
、
宮
崎
無
柳
が

『

自
由
新
聞』

で
連
載
し
て
い
た

政
治
小
説

『

自
由
乃
凱
歌』
第
八
回

(

一
八
八
二
年
八
月
二
〇
日)

に
も
、
主
人
公
ビ
ロ
ウ
に
対
す
る
ギ
ル
ベ
ル
ト
の
手
紙
に
、
農
夫
ビ

ロ
ウ
が

｢

労
力
社
会
の
父
母｣
と
し
て

｢

卒
先
者｣

と
な
り
、
政
府
の
抑
圧
を
破
り
自
由
を
伸
ば
し
権
利
を
張
る
べ
き
と
い
う
一
節
が
あ

る

(

こ
の
点
に
つ
い
て
は
前
掲
柳
田
泉
『

政
治
小
説
研
究

上』

、
一
四
〇
―
一
四
一
頁
を
参
照)

。

(

�)
｢

自
由
党
近
来
ノ
内
状｣
(

国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵

｢

三
島
通
庸
文
書｣

四
九
六
―
八)

、
江
村
栄
一

｢

自
由
党
史
研
究
の
た

め
に
―

『

自
由
党
本
部
報
道
書』

の
紹
介
を
か
ね
て｣

(『

神
奈
川
県
史』

各
論
編
１
、
神
奈
川
県
・
一
九
八
三
年)

。

(

�)

集
会
条
例
改
正
や
洋
行
問
題
を
背
景
に
行
わ
れ
た
創
業
の
政
党
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
、
具
体
的
な
社
説
の
論
調
に
つ
い
て
は
、
松
岡
前
掲

書
六
八
―
七
四
頁
に
詳
し
い
。

(

�)

松
岡
氏
は
こ
の
社
説
の
執
筆
者
を
中
江
兆
民
と
し
て
い
る

(

松
岡
前
掲
書
七
二
頁)

。

(

�)

一
八
八
二
年
一
一
月
一
七
・
一
八
・
二
一
・
二
二
・
二
五
・
二
六
・
三
〇
日
、
一
二
月
一
―
三
日
。

(

�)

松
尾
貞
子

｢『

自
由
燈』

の
貧
民
論｣

(

前
掲)

が
指
摘
し
て
い
る
通
り
、｢

労
役
社
会｣

・
労
働
組
合
や
社
会
党
そ
の
も
の
へ
の
関
心

に
基
づ
く
論
説
と
し
て
は
、
馬
場
辰
猪

｢

本
論｣

第
一
四
―
一
六

(

一
八
八
二
年
八
月
八
―
一
〇
・
一
六
・
一
八
日)

、｢

外
報｣

欄
に
掲

載
さ
れ
た

｢

英
國
内
政
府
併
ニ
外
交
事
情｣

(

同
年
七
月
二
二
・
二
三
・
二
八
・
三
〇
、
八
月
四
―
六
・
八
―
一
三
・
一
五
・
一
六
、
松

尾
に
よ
れ
ば
馬
場
辰
猪
の
執
筆)

が
あ
る
が
、
こ
れ
以
降
は
見
ら
れ
な
い
。
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(

�)

立
憲
政
体
樹
立
・
国
会
開
設
に
関
す
る
議
論
の
な
か
で
ロ
シ
ア
と
日
本
を
比
較
す
る
論
調
は
、
す
で
に
一
八
七
七
年
民
撰
議
院
論
争

に
み
ら
れ
る

(『

自
由
党
史』

上
巻
、
岩
波
文
庫
・
一
九
五
七
年
、
九
八
・
一
〇
四
頁)

。

(
�)
な
お
、
こ
の
時
期

『

自
由
新
聞』

に
掲
載
さ
れ
た
政
治
小
説
は
、
①
②
両
方
に
関
わ
る
語
り
で
あ
り
、
仏
革
命
を
題
材
と
し
た
櫻
田

百
衛『
西
洋
血
潮
小
暴
風』

(

一
八
八
二
年
六
月
二
五
日
か
ら
一
一
月
一
六
日
ま
で
断
続
的
に
連
載
、
未
完)

、
宮
崎
無
柳『

自
由
乃
凱
歌』

(

一
八
八
二
年
八
月
一
二
日
か
ら
八
三
年
二
月
八
日
ま
で
断
続
的
に
連
載
、
未
完)

が
あ
る
。
ま
た
宮
崎
夢
柳
は
同
時
に
、
ヴ
ェ
ー
ラ
・

ザ
ス
ー
リ
チ
事
件
を
扱
っ
た

｢

寃
枉
之
鞭
笞｣

を
、『

絵
入
自
由
新
聞』

一
八
八
二
年
九
月
一
日
か
ら
一
〇
月
二
八
日
ま
で
断
続
的
に
連

載
し
て
い
る
。

(

�)
『

自
由
党
史』
下
巻

(
岩
波
文
庫
・
一
九
五
八
年)

七
五
頁
。

(

�)

例
え
ば
福
島
・
喜
多
方
事
件
に
つ
い
て
は
、｢

不
幸
ニ
シ
テ
果
シ
テ
過
テ
其
罪
ヲ
犯
ス
コ
ト
有
ラ
バ
吾
輩
ハ
固
ヨ
リ
其
ノ
国
家
ノ
大

法
ニ
因
テ
之
ヲ
罰
セ
ラ
ル
ヽ
コ
ト
ヲ
云
々
ス
ル
コ
ト
ヲ
バ
為
サ
ズ｣

(

一
八
八
三
年
二
月
二
七
日

｢

高
等
法
院
福
島
県
下
囚
人
ノ
為
メ
ニ

開
カ
ル｣)

、
高
田
事
件
に
つ
い
て
は
｢
自
由
党
員
ノ
多
キ
中
ニ
ハ
偶
々
自
由
政
治
ノ
何
事
タ
ル
ヲ
モ
識
得
セ
ズ
シ
テ
因
テ
方
向
ヲ
誤
ル
者

ア
ラ
ン
ヤ
否
ヲ
弁
ズ
ル
ニ
ハ
遑
ア
ラ
ズ｣

(
同
年
四
月
一
一
日

｢

高
田
ノ
事｣)

な
ど
。

(

�)
｢

仍
ホ
故
サ
ラ
ニ
躁
急
ヲ
争
ヒ
事
変
ヲ
煽
シ
国
安
ヲ
害
ス
ル
者｣

も
、
国
会
開
設
の
詔
勅
の
末
尾

｢

仍
ホ
故
サ
ラ
ニ
躁
急
ヲ
争
ヒ
事

変
ヲ
煽
シ
国
安
ヲ
害
ス
ル
者
ア
ラ
ハ
処
ス
ル
ニ
国
典
ヲ
以
テ
ス
ヘ
シ｣

を
う
け
た
記
述
。

(

�)

一
八
七
四
年
一
月
愛
国
公
党

｢

民
撰
議
院
設
立
建
白
書｣

に

｢

上
下
親
近｣

｢

君
臣
相
愛｣

が
う
た
わ
れ
、
一
八
七
七
年
六
月
に
提

出
さ
れ
た

｢

立
志
社
建
白
書｣

、
八
〇
年
四
月
国
会
期
成
同
盟
に
よ
る

｢

国
会
ヲ
開
設
ス
ル
允
可
ヲ
上
願
ス
ル
書｣

に
も
、｢

陛
下
叡
旨｣

｢

陛
下
の
心｣

に
よ
り
国
会
開
設
を
正
当
化
す
る
主
張
が
み
ら
れ
る
。

(

�)
『

自
由
新
聞』

の

｢

勤
王
論｣

｢

官
民
調
和
論｣

に
つ
い
て
は
、
松
岡
前
掲
書
八
五
―
八
九
・
一
三
三
―
一
三
四
・
一
四
七
―
一
五
一

頁
を
参
照
。

(

	)

そ
の
ほ
か
一
八
八
二
年
末
で
は

｢

社
会
ニ
処
ス
ル
ノ
務｣

(

一
八
八
二
年
一
二
月
一
三
・
一
五
日)

、
一
八
八
三
年
初
に
は

｢

党
員
ノ

不
幸
ヲ
哀
ム｣

(

一
月
一
七
日)

、｢

国
事
犯
ノ
沿
革｣

(

二
月
二
八
日)

、｢

圧
制
ノ
弁｣

(

三
月
一
―
三
日)

、｢

時
勢
ノ
真
相
ヲ
認
メ
ヨ｣
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(

三
月
一
六
日)

、｢

其
ノ
云
フ
所
ロ
ヲ
的
切
ニ
セ
ヨ｣

(

三
月
一
八
日)

な
ど
。
た
だ
し

｢

党
員
ノ
不
幸
ヲ
哀
ム｣

｢

国
事
犯
ノ
沿
革｣

は
、

福
島
・
喜
多
方
事
件
の
被
告
を
他
の
罪
と
同
列
に
語
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
、
公
平
な
審
理
を
求
め
る
が
ゆ
え
の
官
民
調
和
論
で
、
事
件

被
告
を
一
定
擁
護
す
る
主
張
で
も
あ
る
。

(

�)
｢

勤
王
直
解｣

上

(

一
八
八
二
年
一
二
月
九
日)

。

(

�)
｢

福
島
事
件
ニ
付
上
告
ノ
判
決｣

(

一
八
八
三
年
五
月
二
七
日)

。

(

�)

五
月
二
七
日
の
即
位
式
前
後
、『

自
由
新
聞』

の
外
報
欄
や

｢

ル
ー
ト
ル
電
報｣

欄
に
は
、
関
連
記
事
が
多
数
掲
載
さ
れ
た
。

(

�)

な
お
同
時
期
の

｢

虚
無
党
ノ
近
状｣

(

一
八
八
三
年
五
月
三
一
日)

は
、
従
来
の

｢

虚
無
党｣

論
①
と
同
様
の
主
張
で
あ
る
。

(

�)

一
八
八
三
年
八
月
二
八
・
三
〇
日
、
九
月
四
・
九
・
一
一
日
。
な
お
、
こ
の
社
説
の
結
論
は
結
局
、
対
外
関
係
に
注
目
す
る
こ
と
で
、

官
民
一
致
を
は
か
る
べ
き
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。

(

�)

五
月
の
段
階
で
は
、
ロ
シ
ア
の
専
制
と
日
本
の
政
治
が
近
い
と
い
う
こ
と
を
暗
示
す
る
社
説

｢

印
刷
器
ヲ
畏
ル
ヽ
ハ
何
者
ゾ｣

(

一

八
八
三
年
五
月
二
日)

、｢

公
然
ノ
会
社
止
ム
ト
キ
ハ
秘
密
ノ
会
社
起
ル
コ
ト
ハ
ナ
キ
乎｣

(

同
年
五
月
三
日)

が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。

(

�)
｢

虚
無
党｣

論
以
外
で
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
主
張
は
既
に
、｢

圧
制
ノ
弁｣

(

三
月
一
―
三
日)

、｢

其
ノ
云
フ
所
ロ
ヲ
的
切
ニ
セ
ヨ｣

(

三
月
一
八
日)

、｢

時
勢
ノ
真
相
ヲ
認
メ
ヨ｣

(
三
月
一
六
日)

な
ど
に
も
み
ら
れ
る
。
た
だ
し

｢

圧
制
ノ
弁｣

は
む
し
ろ
政
府
批
判
を
は

ら
ん
だ

｢

改
正
家｣

論
で
、
二
重
の
読
み
方

(
文
字
通
り
の
官
民
調
和
論
か
、
ほ
め
殺
し
的
な
政
府
批
判
か)

が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
一
口
に
官
民
調
和
論
や
勤
王
論
と
い
っ
て
も
、
読
み
の
力
点
を
ど
こ
に
お
く
の
か

(

文
字
通
り
の
評
価
か
、
皮
肉
か
な
ど)

で
、
受

け
取
る
意
味
内
容
が
変
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、『

自
由
新
聞』

の
社
説
も
ま
た
政
治
小
説
同
様
、
そ
う
し
た
点
を
念
頭
に
お
い
た
読
み

が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
論
説｢

露
西
亜
ノ
著
書
新
聞
紙(
時
事
新
報
社
ヘ
ノ
倫
敦
通
信
ニ
係
ル)｣

(

一
八
八
四
年
一
二
月
九
・
一
〇
日)

も
、
ロ
シ
ア
に
お
け
る
言
論
・
出
版
弾
圧
の
経
緯
と
、
そ
れ
を
か
い
く
ぐ
る

｢

記
者
ト
読
者
ノ
間｣

の

｢

以
心
伝
心
ノ
術｣

に
言
及
し
て

い
る
。
な
お
政
治
小
説
に
お
け
る
伏
字
・
政
治
的
表
現
の
間
接
化
と

｢
読
者
の
二
重
化｣

に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
西
田
谷
洋

『

政
治
小
説

の
形
成』

一
四
二
―
一
四
四
頁
を
参
照
し
た
。

(

	)

例
え
ば
社
説

｢

暗
殺｣

(

一
八
八
四
年
四
月
一
日)

は
、｢

虚
無
党
ガ
露
皇
ヲ
弑
シ
借
地
党
ガ
愛
爾
蘭
太
守
ヲ
殺
シ
タ
ル｣

な
ど
の
暗
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殺
の
事
例
に
対
し
、｢

暗
殺
闇
打
ハ
豈
ニ
其
ノ
悪
ム
可
ク
畏
ル
可
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
亦
タ
自
ラ
其
志
ヲ
賊
ス
ル
者
ト
謂
フ
ベ
シ｣

と
批
判
し

て
い
る
。
ま
た
同
日
の
外
報

｢

虚
無
党
再
燃｣

も
、
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
の

｢

虚
無
党｣

に
つ
い
て

｢

一
旦
衰
弛
せ
し
模
様
あ
り
し
虚
無
党
も

目
下
再
燃
の
勢
を
現
ハ
せ
し
こ
と
怖
ろ
し
け
れ｣

と
し
て
い
る
。

(

�)
一
八
八
三
年
三
月
二
五
・
二
七
日
の
社
説
タ
イ
ト
ル
。
松
方
デ
フ
レ
下
の
金
融
閉
塞
・
米
価
下
落
・
地
価
下
落
に
よ
る
、
地
方
の
困

窮
・
疲
弊
状
況
を
指
す
。

(

�)
｢

ダ
イ
ナ
マ
イ
ト｣

(

一
八
八
四
年
一
〇
月
二
四
日)

。

(

�)
｢

時
弊
論｣
上
・
下

(

一
八
八
四
年
一
〇
月
二
五
・
二
六
日)

。
こ
れ
と
類
似
の
借
金
党
論
に
つ
い
て
は
、｢

国
家
心
腹
ノ
病｣

(

一
八

八
四
年
一
〇
月
七
日)
。

(

�)

こ
う
し
た

｢

虚
無
党｣
像
の
一
方
、
自
由
党
が
め
ざ
す
べ
き

｢

志
士｣

像
も
ま
た
、
勤
王
・
官
民
調
和
論
に
適
合
し
て
い
く

(

例
え

ば

｢

志
士
ノ
責
任
ヲ
論
ズ｣
一
八
八
四
年
一
〇
月
一
九
・
二
一
・
二
二
日
、｢

国
会
ノ
準
備｣

同
年
一
〇
月
二
三
日)

。

(

�)

前
述
の
よ
う
に
、
従
来
の

｢
虚
無
党｣

言
説
で
も
、
そ
の

｢

奇
激
ノ
挙
動｣

が
否
定
的
に
語
ら
れ
、
自
由
党
と
の
関
係
に
つ
い
て
は

｢

我
党
妄
ニ
自
ラ
魯
国
改
革
党
ニ
比
ス
ル
ニ
非
ズ｣

と
い
っ
た
留
保
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
が
、
勤
王
論
・
官
民
調
和
論
の
論
調
が
広
が
る

こ
の
時
期
に
は
、
よ
り
明
確
な
形
で
皇
帝
暗
殺
へ
の
批
判
が
示
さ
れ
る
。

(

�)

こ
の
社
説
の
基
本
的
主
張
は
、
東
洋
・
仏
・
ロ
シ
ア
の
よ
う
に

｢

久
ク
君
主
政
治
ノ
下
ニ
在
リ
テ
曽
テ
自
治
ニ
習
ハ
ザ
ル
ノ
国
人｣

は

｢

決
シ
テ
共
和
政
治
ヲ
模
ス
可
ラ
ズ｣

、｢

必
ラ
ズ
立
憲
政
体
ヲ
撰
ン
デ
其
君
ニ
因
テ
天
下
ノ
心
ヲ
繋
ケ
以
テ
其
治
ヲ
為
サ
ヾ
ル
可
ラ
ザ

ル｣

と
い
う
点
に
あ
り
、
ロ
シ
ア
・｢

虚
無
党｣

は
、｢

帝
室
ヲ
廃
シ
テ
俄
ニ
共
和
政
治
ヲ
立
ン
ト
欲
ス
ル
ニ
至
ル｣

例
と
し
て
、
否
定
的

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、｢

虚
無
党｣
に
つ
い
て
は
、｢

今
マ
露
国
ノ
虚
無
党
ノ
如
キ
其
ノ
志
ヲ
決
シ
テ
国
家
ノ

改
革
ヲ
謀
ル
ハ
実
ニ
甚
ダ
烈
ナ
ル
者
ア
リ
テ
兎
モ
角
モ
其
ノ
至
衷
ニ
発
シ
タ
ル
ノ
事
タ
ル
ハ
復
タ
疑
ヲ
容
レ
ズ
左
レ
バ
流
石
ニ
露
西
亜

皇
帝
ノ
力
ヲ
以
テ
ス
ル
モ
之
ヲ
制
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ｣

と
も
述
べ
て
い
る
。

(

�)

な
お
、
一
八
八
二
年
段
階
の

『

朝
野
新
聞』

の
社
説

｢

論
二

欧
州
社
会
党
一｣

(

註(

６)

参
照)

は
既
に
、｢

虚
無
党｣

を

｢

復
讐
主

義｣

と
し
て
い
た
。
例
え
ば
同
社
説
は

｢

虚
無
党｣

を
、｢

勇
壮
愛
国
ノ
士｣

が
、｢
厳
酷
無
残｣

な
専
制
に
直
面
し
て

｢

怨
恨
復
讐
変
乱
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破
壊
ノ
念｣

に
よ
っ
て
行
動
す
る
に
至
っ
た
も
の
で

｢

魯
国
心
腹
ノ
病｣

だ
と
し
て
い
た
。
ま
た
専
制
は

｢

豪
族
権
臣｣

が
主
導
し
た
も

の
で
、
皇
帝
を
殺
し
た
の
は

｢

虚
無
党｣

で
な
く
む
し
ろ

｢

豪
族
権
臣｣

で
あ
る
と
し
て
い
る
。

(
�)
一
八
八
三
年
九
月
一
四
日
か
ら
断
続
的
に
一
二
月
二
八
日
ま
で
連
載

(

完)

。
こ
の
作
品
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
柳
田
前
掲
書
一
四

六
―
一
五
四
頁
を
参
照
。

(

�)

一
八
八
三
年
一
〇
月
五
・
一
〇
―
一
二
日
な
ど
。
柳
田
前
掲
書
一
五
二
―
一
五
三
頁
に
分
析
が
あ
る
。

(

�)
｢

魯
国
虚
無
党
秘
聞
録｣

は
、
一
八
八
四
年
八
月
一
二
日
―
一
七
・
一
九
―
二
四
・
二
七
・
二
八
・
三
一
日
、
九
月
四
・
五
日
に
掲

載
さ
れ
た

(

未
完)
。
ま
た
ス
テ
プ
ニ
ャ
ー
ク
の
本
名
は
、
セ
ル
ゲ
イ
・
ミ
ハ
イ
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
・
ク
ラ
フ
チ
ン
ス
キ
ー

(

一
八
五
一
―
一

八
九
五)

。
一
八
七
八
年
八
月
に
メ
ゼ
ン
ツ
ォ
フ
第
三
部
長
官
刺
殺
事
件
を
起
し
、
そ
の
後
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
を
転
々
と
し
て
革
命
運

動
の
正
当
性
を
訴
え
た
。
そ
の
運
動
の
記
録

『

地
下
ロ
シ
ア』

は
一
八
八
二
年
、
イ
タ
リ
ア
語
で
出
版
さ
れ
た
後
、
翌
年
に
は
ロ
ン
ド
ン

で
英
訳
版
が
刊
行
さ
れ
て
い
た
。｢
魯
国
虚
無
党
秘
聞
録｣

は
、
そ
の
第
一
部
の
ほ
ぼ
全
体
に
あ
た
る

(

佐
野
努
訳

『

地
下
ロ
シ
ア』

三

一
書
房
・
一
九
七
〇
年

｢

訳
者
あ
と
が
き｣

、
前
掲
の
�
島
亘

｢

ロ
シ
ア
虚
無
党
文
学
の
系
譜｣

七
四
―
七
七
頁
、
前
掲
和
田
春
樹

｢

自

由
民
権
運
動
と
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ｣

七
一
―
七
二
頁)

。
柳
田
泉
氏
は
、
こ
の
原
書
は
板
垣
が
洋
行
か
ら
の
帰
国
に
際
し
て
持
ち
帰
っ
た
も

の
の
一
つ
だ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る

(

前
掲

『
政
治
小
説
研
究

上』

一
五
九
頁)

。

(

�)
｢

傑
士
烈
女
魯
国
虚
無
党
列
伝｣

は
、『

地
下
ロ
シ
ア』

第
二
部

｢

革
命
家
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル｣

の
前
半
三
名
分
を
訳
出
し
た
も
の
で
、

一
八
八
五
年
一
月
六
―
九
・
二
〇
・
二
二
―
二
五
・
二
八
日
に
掲
載
。
他
方
で
、
一
八
八
四
年
七
月
九
日
か
ら
八
五
年
一
月
一
八
日
ま
で

『

自
由
新
聞』

紙
上
で
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ー
ゴ
ー
の

『
九
三
年』

を
訳
出
し
た
坂
崎
紫
瀾

『

仏
国
革
命

修
羅
の
衢』

が
断
続
的
に

掲
載
さ
れ
て
い
た

(

未
完)

。
ま
た
一
八
八
四
年
一
二
月
一
〇
日
か
ら
八
五
年
四
月
三
日
に
は
、
宮
崎
無
柳
の

｢

虚
無
党｣

小
説

『

鬼
啾

啾』

が

『

自
由
燈』

に
断
続
的
に
連
載
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、『
地
下
ロ
シ
ア』

第
二
部

｢

革
命
家
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル｣

に
主
と
し
て

依
拠
し
な
が
ら
、
前
述
の
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン

｢

ロ
シ
ア
革
命
党｣

(

西
川
通
徹
訳

『

露
国
虚
無
党
事
情』)

や
ザ
ス
ー
リ
チ
の
記
事
ほ
か
の
描

写
を
盛
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
る

(

�
島
前
掲
論
文
一
〇
二
―
一
〇
三
頁)

。

(

�)

一
八
八
四
年
八
月
一
二
・
一
三
日
。
な
お
外
報

｢

露
国
監
獄
の
情
況｣

(
一
八
八
三
年
三
月
一
四
・
一
五
日)

も
、
露
国
監
獄
の
苛
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酷
さ
を
記
し
た
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
著
述
を
紹
介
し
た
上
で
、
同
趣
旨
の
論
評
を
加
え
て
い
た
。
ま
た
雑
報
欄

｢

虚
無
党
怒
つ
て
憲
兵
都
督

を
殺
す｣

(

一
八
八
四
年
二
月
一
三
―
一
六
日)

は
、
ロ
ン
ド
ン
か
ら
の
通
信
に
基
づ
き
、｢

虚
無
党｣

事
件
を
活
劇
風
に
紹
介
し
て
い
る

が
、
そ
の
な
か
で
敵
役
の
中
佐
は
、｢

民
を
虐
げ
禄
を
盗
む
大
逆
無
道
の
ス
ダ
イ
ケ
ン
汝
ハ
能
く
も
此
の
年
頃
虎
狼
の
政
府
の
爪
牙
と
な

り
志
士
仁
人
の
行
為
を
妨
げ
正
義
公
道
を
害
ひ
た
り
今
ぞ
加
は
る
天
の
命
罰｣

と
し
て
、
討
ち
果
た
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

新
た
な

｢

虚
無
党｣

論
と
従
来
の

｢

虚
無
党｣

論
が
同
時
に
展
開
さ
れ
る
に
は
、｢

彼
等
ガ
為
ス
所
ノ
方
法
ハ
法
律
ニ
於
テ
モ
道
義

に
於
テ
モ
許
ス
可
カ
ラ
ズ
ト
雖
ト
モ
其
目
的
ノ
存
ス
ル
所
遂
ニ
不
正
ナ
リ
ト
却
ク
ル
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ｣

(

酒
井
民
三
郎

｢

制
限
ノ
源
理
効

用｣

一
八
八
四
年
一
一
月
一
・
五
・
六
・
一
一
日)

と
い
う
論
理
が
必
要
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
理
屈
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
独
立
党
に
関
す
る
社
説
に
も
み
ら
れ
た

(｢

倫
敦
府
ノ
震
動
及
ビ
愛
爾
蘭
独
立
党｣

同
年
六
月
六
・
七
日)

。

(

�)

同
趣
旨
の
社
説
と
し
て
は
、｢

今
日
ノ
太
平｣

(

一
八
八
三
年
六
月
二
九
日)

が
あ
る
。

(

�)
｢

誰
カ
今
日
ヲ
以
テ
守
成
ノ
時
ト
ナ
ス
耶｣

(

一
八
八
三
年
八
月
三
一
日)

の
よ
う
に
、｢

今
日｣

を

｢

国
家
第
二
ノ
創
業｣

期
と
す

る
社
説
も
み
ら
れ
た
。

(

�)
｢

進
取
ノ
気
象
ニ
乏｣

し
い

｢

国
人｣
に
力
点
を
お
い
た

｢

創
業
の
政
党｣

論
と
し
て
は
、
板
垣
口
述
筆
記

｢

西
洋
聞
見
一
班｣

(

一

八
八
三
年
八
月
二
二
・
二
三
日)

も
あ
る
。

(

�)

三
菱
・
改
進
党
批
判
と

｢

創
業
の
政
党｣
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

｢

人
民
の
負
担
と
自
由
党
―
一
八
八
二
・
八
三

(

明
治
一
五
・
一

六)

年
の

『

自
由
新
聞』

を
素
材
に｣

(

名
古
屋
大
学
法
学
部

『

法
政
論
集』

二
一
七
号
・
二
〇
〇
七
年
四
月)

を
参
照
。
三
菱
・
改
進

党
批
判
と

｢

創
業
の
政
党｣

論
を
結
び
つ
け
た
社
説
と
し
て
は
他
に
、｢

改
進
党
ヲ
攻
撃
セ
ザ
ル
可
カ
ラ
ザ
ル
所
以
ヲ
明
カ
ニ
ス｣

(

一
八

八
三
年
六
月
一
―
三
・
五
・
七
―
一
〇
・
一
二)

、｢

政
党
首
領
ノ
職
分｣

(

同
年
六
月
一
四
日)

な
ど
が
あ
る
。

(

�)
｢

政
党
論｣

(

一
八
八
四
年
八
月
一
六
・
一
九
・
二
一
日)

。
類
似
の
主
張
と
し
て

｢

自
由
凱
旋
論｣

(

同
年
七
月
二
九
・
三
〇
日)

が

あ
る
。

(

�)
『

論
語』

｢

衛
霊
公｣

第
一
五

(

金
谷
治
訳
注

『

論
語』

岩
波
文
庫
・
一
九
九
九
年)

、
三
〇
八
頁
。

(

	)

愛
知
大
学
文
学
部
史
学
科
田
崎
ゼ
ミ

『

三
河
民
権
史
料
信
濃
毎
日
新
聞
所
載
飯
田
事
件
裁
判
記
事

(

増
訂
版)』

(

愛
知
大
学
文
学
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部
田
崎
研
究
室
・
一
九
八
三
年)

一
八
―
一
九
・
二
三
頁
。

(
�)

前
同
六
・
一
七
頁
。
東
京
外
国
語
学
校
の
ロ
シ
ア
学
と
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
註(

３)

の
渡
辺
雅
司
氏
の
諸
研
究
に

詳
し
い
。
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Liberal party and ‘Nihilists’

―The discourse of ‘Nihilists’ in the Jiyu-shinbun

Chiyo TAKASHIMA

The Jiyu-Shinbun (1882.6.25�1885.2.1) is one of the official organ of the

Liberal Party in 19th century Japan.

In this study, I’ve made clear the way they report and write about

Narodniki (‘Nihilists’), and the relation between these discourses and the

main tone of Jiyu-Shinbun, movement strategy of the Liberal Party, at this

time.

The contents are the following.

1. Introduction

2. The discourse of ‘Nihilists’ in 1882

3. The discourse of ‘Nihilists’ in 1883�1885

4. Conclusion


